
 
 

 

169 医療観察対象者の社会復帰を促進するための地域処遇等の充実強化 307 の内数 法務省 再掲
170 地域生活支援事業費等補助金（基幹相談支援センター機能強化事業） 50,467 の内数 厚生労働省 再掲
171 更生保護に関する地域援助の推進 38 の内数 法務省 再掲
172 社会福祉士及び精神保健福祉士の養成 厚生労働省 再掲
173 生活困窮者支援等のための地域づくり事業 82,680 の内数 厚生労働省 再掲
174 重層的支援体制整備事業 84,381 の内数 厚生労働省 再掲
175 ひきこもり支援推進事業 82,680 の内数 厚生労働省 再掲
176 地域におけるこども・若者支援に当たる人材養成 こども家庭庁 再掲
177 包括的支援事業 93,528 の内数 厚生労働省 再掲
178 自立相談支援事業 82,680 の内数 厚生労働省 再掲
179 アウトリーチ等の充実による自立相談支援機能強化事業 82,680 の内数 厚生労働省 再掲
180 地方消費者行政強化交付金 1,500 の内数 消費者庁 再掲
181 支援対象児童等見守り強化事業 20,591 の内数 こども家庭庁
182 新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン こども家庭庁
183 児童相談所の相談体制の構築 こども家庭庁
184 未成年後見人支援事業 20,591 の内数 こども家庭庁
185 食品ロス削減及び食品廃棄物等の３R推進事業 150 の内数 環境省

3-④地域における包括的支援体制等の推進

3-③人と人とのつながりを生むための施策の相乗効果を高める分野横断的な連携の促進

非予算事業

31

314
非予算事業



186
地域における学びを通じたステップアップ支援促進事業（「学校を核とした地域力強化プラ
ン」事業）

9 の内数 文部科学省

187 学校卒業後における障害者の学びの支援推進事業 116 の内数 文部科学省
188 ヤングケアラー支援体制強化事業 20,591 の内数 こども家庭庁
189 ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業 こども家庭庁
190 児童虐待防止対策推進事業委託費 181 の内数 こども家庭庁
191 子育て世帯訪問支援事業 216,335 の内数 こども家庭庁
192 児童虐待防止等のための広報啓発等事業 20,591 の内数 こども家庭庁
193 熱中症対策推進事業 450 の内数 環境省
194 成年後見制度の利用促進・権利擁護支援の推進 799 の内数 厚生労働省

195 民生委員・児童委員活動への支援
厚生労働省、こども家
庭庁

196 社会福祉協議会への支援 厚生労働省
197 居住支援事業 82,680 の内数 厚生労働省
198 住居確保給付金 82,680 の内数 厚生労働省
199 就労準備支援事業 82,680 の内数 厚生労働省
200 官民協働等女性支援事業 2,335 の内数 厚生労働省
201 困難な問題を抱える女性支援連携強化事業 2,335 の内数 厚生労働省
202 民間団体支援強化・推進事業 2,335 の内数 厚生労働省
203 地方公共団体における再犯防止の取組の推進 法務省
204 少年鑑別所（法務少年支援センター）における地域援助 法務省
205 地域生活定着促進事業 38,375 の内数 厚生労働省
206 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業 文部科学省
207 外国人の子供の就学促進事業 文部科学省
208 外国人材の受入れ・共生のための地域日本語教育推進事業 615 の内数 文部科学省

53
49

1,396
95

11

非予算事業

非予算事業



209 高齢者等終身サポート事業者ガイドラインについて

内閣官房、内閣府、金
融庁、消費者庁、総務
省、法務省、厚生労働
省、経済産業省、国土
交通省

210 良質なテレワークの導入・定着促進事業 110 の内数 厚生労働省
211 高等職業訓練促進給付金等事業・自立支援教育訓練給付金事業 20,315 の内数 こども家庭庁
212 求職者支援制度 21,287 の内数 厚生労働省
213 公共職業訓練 101,513 の内数 厚生労働省
214 補装具費支給制度 1,814,520 の内数 厚生労働省
215 補聴器販売者の資質向上研修等事業 厚生労働省

216 難聴者のための聴覚補助機器の利用による社会参加の推進 消費者庁、厚生労働省

217 障害者自立支援給付費負担金（障害者の日中活動支援や家族等のレスパイト機能の充実） 1,814,520 の内数 厚生労働省

218 障害者自立支援給付費負担金（単身等の障害者の居宅訪問や見守り等の支援の充実） 1,814,520 の内数 厚生労働省
219 摂食障害治療支援センター設置運営事業 厚生労働省

※安心こども基金を活用

23

3-⑤関連施策の推進

36

非予算事業

非予算事業



心神喪失者等医療観察制度と保護観察所

警察

検察庁

裁判所

検

察

官

送致

起訴

心神喪失等で
不起訴処分

心神喪失等で
無罪等の
確定裁判

申立て

鑑

定

医
生活環境の
調査

（330件）※

地

方

裁

判

所

保
護
観
察
所 生活環境の

調整
（1,017件）※

退院許可等
申立て

退院許可
決定

保 護 観 察 所

精神保健観察
（820件）※

処遇終了等
申立て

都道府県・市町村
（精神保健福祉センター

・保健所等）

障害福祉サービス
事業者等

処遇終了
決定

入院
決定

通院
決定

審判（入院又は通院の決定手続） 指定入院医療機関による医療 地域社会における処遇

通院期間の
満了

対象行為

保
護
観
察
所

※（ ）内は令和６年における取扱件数。生活環境調査の件数については、医療観察法第３３条１項の申立てによるものに限る。
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【R8予算（案）額 306,719千円の内数】



◆ 実施主体：市町村 ◆ 補 助 率 ：国１／２以内、都道府県１／４以内、市町村１／４
３ 実施主体等

〇 本事業について、原則として、基幹相談支援センターに対する補助に見直すとともに、法律上明記される「地域の相談支
援体制強化の取組」及び「地域づくりの取組」への補助に重点化を図る。

〇 あわせて、基幹相談支援センターの設置増及び機能強化に対応するための必要な予算を要求する。

２ 事業の概要・スキーム

〇 基幹相談支援センター等機能強化事業は、基幹相談支援センター等への専門的職員の配置や地域における相談支援事業者等に対する専
門的な指導・助言等を実施することにより、相談支援機能の強化を図ることを目的としている。
令和４年障害者総合支援法等の一部改正法により、令和６年４月１日から、
・基幹相談支援センターの設置が市町村の努力義務化
・基幹相談支援センターの役割として、「相談支援事業の従事者に対する相談、助言、指導等を行う業務」、「協議会に参画する地
域の関係機関の連携の緊密化を促進する業務」が法律上明記される

とともに、第７期障害福祉計画に係る国の基本指針（告示）により令和８年度末までに基幹相談支援センターの全市町村での設置につい
て成果目標として掲げているところである。

〇 上記を踏まえ、本事業について、基幹相談支援センターの設置促進や機能強化に対応するための必要な予算を要求する。

１ 事業の目的

令和５年度以前 令和６年度以降（令和６年度は経過措置あり）

①基幹相談支援センター等に特に必要と認められる能力を有する専
門的職員を配置。
（注）社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等、相談支援機能を強
化するために必要と認められる者

①基幹相談支援センターに特に必要と認められる能力を有する専門的職
員を配置。 ※新たに②③の事業実施を補助要件とする
（注）主任相談支援専門員又は相談支援専門員である社会福祉士、保健
師若しくは精神保健福祉士等、障害福祉に関する相談支援機能を強化す
るために必要と認められる者

②基幹相談支援センター等による地域の相談支援体制の強化の取組 ②基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化の取組

③基幹相談支援センターによる地域移行・地域定着の促進の取組 ③基幹相談支援センターによる自治体と協働した協議会の運営等による
地域づくりの取組

基幹相談支援センター機能強化事業（地域生活支援事業）

令和８年度予算案 地域生活支援事業費等補助金 505億の内数（502億円の内数）※（）内は前年度当初予算額



保護観察所が支援対象者に対して自ら援助を行うとともに、
地域の支援に円滑につなぐことを可能とする地域支援ネットワークの構築に取り組む

ダルク等
民間支援団体

居住支援法人

保健・
福祉機関

医療機関

更生保護施設

支援対象者

地域支援ネットワーク

【更生保護に関する地域援助】
保護観察所が、犯罪をした者等の改善更生や犯罪の予防のため、
地域住民又は関係機関等からの相談に応じ、
情報の提供、助言等の必要な援助を行う

保
護
観
察
所
の
取
組
～
更
生
保
護
に
関
す
る
地
域
援
助
～

”息の長い”支援の推進に向けた「更生保護に関する地域援助」の実施

保護司・支援対象者
（元保護観察対象者等）

・関係機関等

ネットワーク
を作る

地域で支える

保護観察所

援助を行う

相談

「更生保護に関する地域援助」について

地方公共団体

【R8予算（案）額
37,911千円の内数】



精神保健福祉士

資格の定義

病院（精神科病院、一般病院）、
診療所、障害者支援施設、
障害福祉サービス等事業所、行政
機関（精神保健福祉センター、
保健所）、保護観察所 等

主な配置先

資格登録状況

  111,588人
（令和７年３月末現在）

公益財団法人 社会福祉振興・試験
センター
根拠：精神保健福祉士法
第10条（試験事務）
第35条（登録事務）

指定試験機関・指定登録機関有資格者の登録状況

12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

系列1 6,655 9,332 12,666 18,321 21,911 25,950 30,326 34,768 39,131 46,002 49,545 55,394 58,770 62,883 67,896 71,371 76,200 80,891 85,122 89,121 93,544 97,339 102,069 106,962 111,588
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10万人超える

精神保健福祉士は、精神保健福祉士法（平成９年法律第131号）に基づく名称独占の資格であり、精神保健福祉士の名称を
用いて、専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害
者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援の利用に関する相談その他の社会復帰
に関する相談又は精神障害者及び精神保健に関する課題を抱える者の精神保健に関する相談に応じ、助言、指導、日常生
活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする者をいう。

※年度末時点の登録状況



３つのルートのいずれかにより国家試験の受験資格を取得し、社会福祉士国家試験に合格し、登録することが必要
① 福祉系大学等で社会福祉に関する指定科目を修めて卒業する「福祉系大学等ルート」
② 福祉系大学等で社会福祉の基礎科目を修めて卒業等した後、短期養成施設で６月以上修学する「短期養成施設ルート」
③ 一般大学等を卒業又は４年以上相談援助業務に従事等した後、一般養成施設で１年以上修学する「一般養成施設ルート」

２ 資格取得方法

３ 国家試験の概要

315,589人（令和７年３月末現在） ○ 学校、養成施設数（令和７年4月1日時点）
福祉系大学等：218校 265課程
社会福祉士指定養成施設：70校96課程

５ 社会福祉士養成施設等の状況４ 資格者の登録状況

１ 社会福祉士の定義

 社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日
常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療
サービスを提供する者その他関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者

「社会福祉士及び介護福祉士法」（昭和62年法律第30号）第２条第１項

社会福祉士の資格の概要

○ 実施時期 年１回の筆記試験（例年２月上旬に実施）
○ 試験科目   ①医学概論、②心理学と心理的支援、③社会学と社会システム、④社会福祉の原理と政策、⑤社会保障、
（筆記試験）⑥権利擁護を支える法制度、⑦地域福祉と包括的支援体制、⑧高齢者福祉、⑨障害者福祉、

⑩児童・家庭福祉、⑪貧困に対する支援、⑫保健医療と福祉、⑬刑事司法と福祉、
⑭ソーシャルワークの基盤と専門職、⑮ソーシャルワークの基盤と専門職（専門）、⑯ソーシャルワークの理論と方法、
⑰ソーシャルワークの理論と方法（専門）、⑱社会福祉調査の基礎、⑲福祉サービスの組織と経営
※精神保健福祉士については、その申請により精神保健福祉士試験との共通科目（①～⑦、⑨、⑬、⑭、⑯、⑱の12科目）
の試験が免除される。

○ 第38回試験結果（令和７年度実施） 受験者数 25,430人、合格者数 15,438人（合格率60.7％）



生活困窮者支援等のための地域づくり事業

○ 住民が抱える課題は複雑化・複合化しており、従来の属性ごとの支援体制では「制度の狭間」のニーズへの対応が困難になっている。また、
人と人との関係性や「つながり」が希薄化する中、孤独・孤立の問題が一層深刻化している。

○ このような状況を踏まえて、地域におけるつながりの中で、住民の多様なニーズに柔軟に対応できるよう、①課題を抱える者の早期発見や地
域のニーズの把握、②住民主体の活動支援、③世代や属性を問わず住民同士が関わることができる居場所づくり、④多様な担い手が連携する仕
組みづくりの取組、⑤地域の実情や課題に応じた民生委員の担い手確保対策を進めることで、身近な地域における共助の取組を活性化させ、地
域福祉を推進する。

【実施主体】
市町村(管内市町村の取組を総合的に調整する場合は

都道府県も可）

【事業内容】
①地域住民のニーズ・生活課題の把握
②住民主体の活動支援・情報発信等
③地域コミュニティを形成する「居場所づくり」
④行政や地域住民、ＮＰＯ等の地域づくりの担い手がつながるプラットフォームの展開
⑤地域の実情や課題に応じた民生委員の担い手確保対策

【事業イメージ】

【負担割合】
①～④：国１／２、実施主体１／２
⑤：国１／２、都道府県１／４、市町村１／４

３．世代や属性を問わない
地域コミュニティ形成に向けた「居場所づくり」
→世代や属性を問わない、新たな住民同士の関わりを促す

２．住民主体の活動支援・情報発信等
→学生や定年退職後の方など地域の住民が
主体的に活動しやすい環境を整える。

１．地域住民のニーズ・生活課題の把握
→「困りごと」を抱える方の早期発見や
地域のニーズの把握を行う。

４．多様な担い手がつながる
プラットフォームの展開

→多様な社会資源が、地域における課題や学び、
地域の資源などを共有し、新たな気付きを得て地域
に還元する

参画・
還元

ニ
ー
ズ
の

把
握

住
民
活
動

の
活
性
化

多
様
な
社
会

資
源
の
連
携

早期発見
・把握

※地域の実情に応じて、1つまたは複数の事業を実施する

令和８年度予算案：８２７億円の内数

５．地域の実情や課題に応じた
民生委員の担い手確保対策

→地方自治体が創意工夫を凝らして実施する
民生委員の「業務負担の軽減」・
「理解度の向上」・「多様な世代の参画」
に資する事業を実施する



○ 社会福祉法第106条の３において、市町村は「地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域
生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制（包括的な支援体制）」の整備に努めることとされている。
○ 重層的支援体制整備事業は、包括的な支援体制を整備する手段の１つとして、令和２年社会福祉法改正により創設。
⇒ ① 介護・障害・こども・生活困窮などの既存の相談支援事業・地域づくり事業を一体的に実施することに加え、② 既存制度のみでは直ちに対応が
難しい支援ニーズへの対応力を向上させるための多機関協働事業等を実施する。
⇒ 主に体制整備初期段階で活用し、既存制度・機関の支援者の対応力強化と既存制度・機関間の連携強化を図り、包括的な支援体制の整備を
促進することを目的とする。

１．事業の目的

重層的支援体制整備事業交付金
令和８年度予算案： 844億円（718億円）  ※（項）生活保護等対策費、（項）高齢者日常生活支援等推進費、（項）障害保健福祉費の総額

 ※（）内は前年度当初予算額 ※ 令和７年度補正予算額：65.7億円

社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室（内線2289）

○ 介護、障害、子ども、生活困窮分野の各相談支援事業者が、相談者の属性に関わらず包括的に相談
を受け止め、相談者の課題を整理し必要な支援を行うとともに、受け止めた相談のうち、単独の事業者では
解決が難しい事例は、適切な相談支援事業者や各種支援機関と連携を図りながら支援を行う。

包括的相談支援事業

介護 地域包括支援センターの運営 子ども 利用者支援事業
障害 障害者相談支援事業 困窮 自立相談支援事業

○ 介護、障害、子ども、生活困窮の各法に基づく地域づくり事業を一体的に行うことで、地域住民が社会参
加する機会を確保するための支援、地域生活課題の発生防止又は解決にかかる体制の整備等を行う。

地域づくり事業

○ 包括的相談支援事業や地域づくり事業を含め、既存の制度や事業等を最大限活用してもなお十分に対
応できなかった地域生活課題等に対し、これを解決するための手段として、多機関協働事業、アウトリーチ等を
通じた継続的支援事業、参加支援事業を行う。

多機関協働事業等

２．事業の概要

介護 一般介護予防事業及び生活支援体制整備事業 子ども 地域子育て支援拠点事業
障害 地域活動支援センター事業 困窮 生活困窮者支援等のための地域づくり事業

市町村
実施主体

７年度：471、８年度：586（予定）

３．実施主体等

○ 包括的相談支援事業
地域づくり事業

⇒ 介護・障害・子育て・生活困窮、
各法に基づく負担割合等を維持

○ 多機関協働事業等
⇒ 国1/2、都道府県1/4、市町村1/4
・ 事業開始から５年経過した市町村等は
国1/3、都道府県1/3、市町村1/3。

・ この他、取組に応じた評価を行う観点で
本体額を定めた上で、取組に応じて加算
する仕組みに変更。

負担割合等

実施市町村数

包
括
的
な
支
援
体
制
の
整
備
の
た
め
、
３
事
業
を
一
体
実
施



ひきこもり支援に特化した事業（令和7年度：340市区町村）市町村域
重層的支援体制整備事業

地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに
対応する包括的な支援体制を構築
属性を問わない相談支援、参加支援
地域づくりに向けた支援 等

相談支援、居場所づくり、地域のネットワーク
づくり、家族会・当事者会の開催、住民への普
及啓発に加えて、市町村等への後方支援と支援
者研修等を総合的に実施する

都道府県（指定都市）域（67都道府県市）

国②支援の質の向上
③支援者のケア

①社会全体の
気運醸成

等

多職種専門
チームの設置

市町村等への
後方支援

より身近な市町村域における相談窓口の設置と支援内容の充実を図り、これを都道府県がバックアップする体制を構築

後方支援
立ち上げ支援
市町村訪問支援

多様な取組や
関係機関の連携を
活かして
一人ひとりの状況に
応じたオーダーメード
の支援

取組の幅

②居場所
づくり

④当事者会
家族会の
開催

⑤住民への
普及啓発

①相談支援

支援イメージ ～「多様な支援の選択肢」×「多様な主体による官民連携ネットワーク」～

NPO
法人

連携機関の幅

生活困窮者自立支援制度
（福祉事務所設置自治体）

自立相談支援事業
アウトリーチや関係機関への同行訪問
関係機関へのつなぎ 等

就労準備支援事業
就労準備支援プログラムの作成
ひきこもりの方がいる世帯への訪問支援等

関係機関の
職員養成研修

③地域の
ネットワーク
づくり

市町村プラットフォーム

サポ
ステ

精神保健
福祉
センター・
保健所

その他
関係機関

ひきこもり地域支援
センターの
サテライトの設置
都道府県から市町村への
財政支援と
支援ノウハウの継承
※原則２年後に
市町村事業に移行

・民生委員
・企業、商工会
・農林水産業
・ハローワーク
・医療機関
・教育機関 など

ひきこもり地域支援センター

Ⅰ ひきこもり地域支援センター（令和7年度：47市区町）
①相談支援、②居場所づくり、③地域のネットワークづくり、④当事者会・家族会の開催、⑤住民への普及啓発等
を総合的に実施

Ⅱ ひきこもり支援ステーション（令和7年度：129市区町村）
ひきこもり支援の核となる①相談支援、②居場所づくり、③地域のネットワークづくり等を一体的に実施

Ⅲ ひきこもりサポート事業（令和7年度：164市区町村）
ひきこもり支援の導入として、任意の事業を選択して実施

段
階
的
な
充
実

○市町村への準備支援

①ひきこもりに関する地域社会に向けた広報事業
ひきこもり支援シンポジウム、全国キャラバンの開催
ひきこもり支援情報をまとめたポータルサイト運用 等
②人材養成研修事業
ひきこもり地域支援センター職員等を対象とした初任者向け・中堅者向け研修の実施

③ひきこもり支援コミュニティ（支援者支援）の構築
支援者が抱える悩みの共有や相談できる場などの提供等を通じ、支援者をフォロー
アップ

新たに支援開始を検討している市町
村の準備費用（実態把握経費、居場
所等の拠点の修繕費、備品購入費な
ど）へ手厚く補助（※次年度、セン
ター等の実施が条件）

家族会
当事者会

市町村

全ての自治体に対して、ひき
こもり相談窓口を明確化や市
町村プラットフォームの設置
を依頼している
(明確化自治体数)
1,560／1,741自治体
  （89.6%）
(市町村プラットフォームの
設置自治体数）
1,354／1,741自治体
  （77.8%）
※令和６年度末時点速報値

社協

ひきこもり支援施策の全体像 令和７年度予算：762億円の内数、令和８年度予算案：827億円の内数

https://3.bp.blogspot.com/-EY5xJI9HiWQ/W-0gvN12vSI/AAAAAAABQMc/NjfBJlcgZ5EcVQi4_xwfmTSoODH4OrzigCLcBGAs/s800/kaigi_school_blazer.png


支援局 虐待防止対策課

事業の目的

事業の概要

実施主体：国

地域におけるこども・若者支援のための体制整備、人材育成
＜こども政策推進事業委託費＞ 令和８年度予算案 0.４億円（0.７億円）

困難を抱えるこども・若者に対する分野横断的な支援体制である「子ども・若者支援地域協議会」（以下「協議会」とい
う）及びこども・若者の相談にワンストップで応じる拠点である「子ども・若者総合相談センター」（以下「センター」とい
う）の設置促進や機能の向上を図る（※協議会・センターともに子若法により地方公共団体に設置の努力義務有り）とともに、
アウトリーチ（訪問支援）等の支援に従事する者の養成等を図る。

【事業概要】
・協議会・センターの設置促進等に向けた地方公共団体への支援の実施   ・・・・・・・・・①
・既設の協議会・センターの代表者会合、未設置地域等での啓発会合の開催 ・・・・・・・・②
・アウトリーチ（訪問支援）等に従事する者の資質向上等を目的とした研修の実施   ・・・・③

【具体的内容】
〔①関係〕
・協議会・センターに係る支援を希望する地方公共団体を公募・選定し、アドバイザーから助言を受ける機会の提供や、都道
府県が基礎自治体を対象に開催する講習会の開催等への支援を実施。
〔②関係〕
・協議会・センターの運営の中心を担う者の参集を求め、意見交換・グループワーク等を通じて全国レベルでの課題の共有や
相互連携の深化を図る代表者会合（全国サミット）を開催。また、協議会・センターの未設置地域等において、困難を有する
こども・若者の現状や支援の必要性について理解を促進するための広報啓発会合を開催。

〔③関係〕
・ⅰ)アウトリーチ（訪問支援）を実践する現場の支援員を対象とした研修、ⅱ)各地域でこども・若者の育成に関わる活動等
を展開する機関・団体の若手職員等を対象した研修をそれぞれ実施。

実施主体
等
実施主体等



政令で定める事業費の上限の範囲内で、介護保険事業計画において
地域支援事業の内容・事業費を定めることとなっている。

【事業費の上限】
（１）介護予防・日常生活支援総合事業
「事業移行前年度実績」×「75歳以上高齢者の伸び率」
※ 災害その他特別な事情がある場合は、個別協議を行うことが可能

（２）包括的支援事業・任意事業
「26年度の介護給付費の２％」×「65歳以上高齢者の伸び率」
＋「社会保障の充実分」

３  実施主体・事業内容等

２  事業費・財源構成

地域支援事業（地域支援事業交付金・重層的支援体制整備事業交付金）

事業費

財源構成
（１）介護予防・日常生活支援総合事業
１号保険料、２号保険料と公費で構成
（介護給付費の構成と同じ）

（２）包括的支援事業・任意事業
１号保険料と公費で構成
（２号は負担せず、公費で賄う）

（１） （２）
国 25% 38.5%

都道府県 12.5% 19.25%

市町村 12.5% 19.25%

１号保険料 23% 23%

２号保険料 27% －

事業内容

市町村

高齢者のニーズや生活実態等に基づいて総合的な判断を
行い、高齢者に対し、自立した日常生活を営むことが
できるよう、継続的かつ総合的にサービスを提供する。

① 介護予防・日常生活支援総合事業
要支援者等の支援のため、介護サービス事業所のほかNPO、協同組合、社

会福祉法人、ボランティア等の多様な主体による地域の支え合い体制を構築
する。あわせて、住民主体の活動等を通じた高齢者の社会参加・介護予防の
取組を推進する。
ア サービス・活動事業（第一号事業）
訪問型サービス、通所型サービス、その他生活支援サービス、
介護予防ケアマネジメント

イ 一般介護予防事業
介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業、
一般介護予防事業評価事業、地域リハビリテーション活動支援事業

② 包括的支援事業
地域における包括的な相談及び支援体制や在宅医療と介護の連携体制、認

知症高齢者等への支援体制等の構築を行う。
ア 地域包括支援センターの運営
介護予防ケアマネジメント事業、総合相談支援事業、権利擁護事業、
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

イ 社会保障の充実
在宅医療・介護連携の推進、生活支援の充実・強化（家族介護者に係る地
域課題への対応を含む）、認知症施策の推進、地域ケア会議の開催

③ 任意事業

老健局認知症施策・地域介護推進課
（内線3986）

地域包括ケアシステムの実現に向けて、
高齢者の社会参加・介護予防に向けた取組、
配食・見守り等の生活支援体制の整備、
切れ目のない在宅医療と介護の連携及び
認知症の方への支援の仕組み等を一体的に
推進しながら、高齢者を地域で支えていく
体制を構築する。

１  事業の目的
実施主体

令和８年度当初予算案 1,807億円 （1,800億円）※（）内は前年度当初予算額

地域の実情に応じて必要な取組を実施。
・介護給付費等費用適正化事業
・家族介護支援事業（家族介護者の働き方の希望等に配慮した相談窓口の設置、
企業や家族介護者同士を含む地域全体でのネットワーク構築等を含む） 等



自立相談支援事業

生活困窮者・生活困窮者の家族その他の関係者
対象者

• 制度の入り口として相談に応じ、就労や住まいの課題をはじめとする様々な課題を評価・分析（アセスメント）し
てその状態にあった自立支援計画（プラン）を作成し、必要な支援の提供につなげる。

• 関係機関とのネットワークづくりと地域に不足する社会資源の開発等を行う。

支援の概要

• 生活保護に至る前の段階から早期に支援を行うことにより、より早く生活困窮状態から抜け出すことができる。
• 地域における相談支援機能や居場所等を充実させることができる。

期待される効果

生活困窮者自立
支援法に
基づく支援
（住居確保
給付金等）

お金が
ない…

家が
ない…

仕事が
ない…

生活困窮者

誰に相談すれば
いいのか

分からない…

これから
どうやって
生活しよう…

自立相談支援機関

来所

訪問

総合的な
アセスメント

相談を受け、
困りごとを整理

支援プラン
作成・実行

同行支援、
他機関の紹介等

モニタリング
・プラン評価

プラン振返りと
課題整理

(プラン見直し)

生活困窮状態
からの脱却

連携・活用
ハローワークや
法テラス等
他制度の支援

民生委員の見守り、
フードバンクによる
食料の提供など
民間の支援

主任相談支援員
就労支援員
相談支援員
を配置※

※上記支援員のほか、住まい相談支援員を配置することも可能。

令和７年度予算：762億円の内数
令和８年度予算(案)額：827億円の内数



◇ 就職氷河期世代をはじめとした社会参加に向けてより丁寧な支援を必要とする方に対し、「一人ひとりが抱える課題に応じた就職支援
の充実や職業的自立の促進」や「生活支援の充実等によるセーフティネットの強化」を行うことにより、社会の担い手として活躍できる
よう支援する。
◇ 具体的には、以下の取組を実施する。
・ 【相談支援に結びつけるための支援の強化】自立相談支援におけるアウトリーチ支援の強化

◆ 社会参加に向けてより丁寧な支援を必要とする方については、アウトリーチ等による積極的な情報把握により早期に支援につなぐことや、支援に
つながった後の集中的な支援が求められるが、自立相談支援機関では十分なアウトリーチを実施するだけの人手が確保できていない実態がある。

◆ このため、自立相談支援の機能強化のためのアウトリーチ等を行うための経費について、財政支援を行う。

自立相談支援におけるアウトリーチ支援の強化

自立相談支援事業において、アウトリーチ支援体制の強化等を行う場合の加算を設ける。
ア）アウトリーチ支援体制の強化
○ 自立相談支援機関において、アウトリーチ支援員を配置。
※ アウトリーチ支援員は、ひきこもり地域支援センターやサポステ等とプラットフォームを形成するとともに、同行相談や、信頼関係の
構築といった対本人型のアウトリーチを主体に、ひきこもり状態にある方など、支援に時間のかかる方に対して、より丁寧な支援を実施
する。

※ 具体的には、アウトリーチの充実としては、以下の内容等を想定。
① 家族などから相談があったケースについて、自宅に伺い、本人に接触するなど、初期のつながりを確保
② つながりが出来た後の信頼関係の構築、本人に同行した、関係機関への相談、就労支援といった、自立までの一貫した支援を実施

イ）相談へのアクセスの向上
○ アウトリーチ支援員による土日祝日や時間外の相談の実施等、相談へのアクセスを向上する。

事業内容

アウトリーチ等の充実による自立相談支援の機能強化

実施主体：市等
負担率：３／４

※ 令和２～５年度まで実施している「アウトリーチ等の充実による自立相談支援機能強化事業」の取組を踏まえて、
自立相談支援事業において、令和６年度からアウトリーチ支援体制の強化を行う場合に国庫負担基準額へ加算を設けることと
した。

令和７年度予算：762億円の内数
令和８年度予算(案)額：827億円の内数



地方消費者行政強化交付金について
衆・消費者特委決議、骨太方針2025、消費者基本計画等を踏まえ、交付金の見直しを図る。具体的には、

（１）身近な相談窓口の充実など、これまでの成果が推進事業終了により後退しないための適切な対策を講じる。また、
高齢化の加速、単身世帯増、デジタル化等の環境変化に対応するため、

（２）「待ち」の対応から転換し、地域に積極的に出向く出前講座や見守り活動の充実の取組、
（３）相談員の担い手確保のための計画的・効果的な取組、SNSにおけるトラブルなど複雑・高度な相談への対応力強化、
（４）広域連携による効率的な相談体制の構築、
等を支援し、消費者被害の未然防止・救済機能の維持・強化を図る（地方消費者行政のバージョンアップ）。

令和７年度
（2025）

令和８年度
（2026）

推進事業
（定額）

③地方消費者行政推進型

強化事業
（ 1/2）

⑥⑦担い手確保、人材育成・強化型

⑧重点課題対応型

④相談・見守り連携強化型
（先行実施）

①相談機能維持・未然防止強化型

令和９年度
（2027）

令和10年度
（2028）

令和11年度
（2029）

消費者基本計画（令和7～11年度）

新
た
な
支
援
の
枠
組

令和12年度
（2030）

④相談・見守り連携強化型

・・・

新たな枠組み

②広域連携推進型

⑤広域連携強化型

地方消費者行政機能維持事業

地方消費者行政機能強化事業

支援メニュー

 相談機能維持、被害の未然防止活動強化を前提に、推進事業活用自治
体が、消費者基本計画期間中（令和８～11年度）消費生活センター等
の運営を継続できるよう支援（定額）

相談機能維持・未然防止強化型（補助率：定額）①

 消費生活相談員が相談に従事しつつ、出前講座、見守り活動を行う者
へ情報提供を行うなど、相談と見守りの連携強化や新たな役割、業務の
高度化等に相応しい処遇の実現を支援

相談・見守り連携強化型（原則1/2）④

 都道府県による消費生活相談員の計画的育成・確保の取組を支援
 SNSトラブルなど複雑・高度な相談に対応する者の配置等を支援

担い手確保、人材育成・強化型（原則1/2）⑥⑦

 中心となる自治体の消費生活センターの機能強化を支援
広域連携強化型（原則2/3）⑤

 既存の強化事業を改組。時々の重点課題への取組を支援
重点課題対応型（原則1/2）⑧

 広域連携による消費生活センターの運営を支援（令和16年度までの間の
措置）

広域連携推進型（令和11年度まで定額、その後原則2/3※）②

※令和15年度以降の補助率については、次期消費者基本計画策定時に判断・決定

 従前の推進事業（活用期間の特例により令和９年度まで継続）
地方消費者行政推進型（定額）③

令和８年度当初予算案：15.0億円
令和７年度補正予算 ：17.6億円



支援局 虐待防止対策課支援対象児童等見守り強化事業

事業の目的

児童虐待防止に向けて子育て世帯が孤立しないよう支援するため、市町村の要保護児童対策地域協議会が中核となり、訪問による食事提供
等を伴う支援を行うこども宅食等の支援を行う民間団体等も含めた様々な地域ネットワークを総動員し、支援ニーズの高いこども等の状況を
把握しながら見守り、必要な支援につなげることができる体制の強化を推進するとともに、こども自身が申請できる仕組みや、都道府県を介
した中間支援法人としての実施形態を導入し、より多くの支援を必要とするこどもを把握し支援につなげる体制強化を図る。

事業の概要
① 市町村からこども宅食を行う民間団体等への委託等により、状況の把握、食事の提供、生活習慣習得の支援などを実施
② ①に加え、おむつ等の消耗品の提供等により巡回活動を強化する場合に経費を加算［巡回活動費強化加算］
③ 都道府県から中間支援法人への委託等により、状況の把握、食事の提供、生活習慣習得の支援、周知啓発などを実施できる（※①の対象者
とは重複しないこと）

実施主体等
【実施主体】①及び②：市町村（特別区含む）、③：都道府県

【補助率】 ①及び②：国２／３（市町村１／３）又は国１／２（市町村１／２） 、③：国２／３（都道府県１／３）又は国１／２（都道府県１／２） 

【補助基準額】①：１か所当たり 7,497千円、②：１か所当たり 5,335千円、③：１都道府県当たり 60,000千円（＋周知啓発加算28千円）

■支援が必要なこども等の把握
■養育状況の把握 ■心のケア
■孤独・孤立の解消 など

見守り支援

子育て支援を行う
民間団体等※

（こども食堂.こども宅食等）
※要対協の構成員に限定しない

状況の把握

要保護児童対策地域協議会
・支援対象児童、特定妊婦等の状況

の確認に関する役割分担の決定
・状況確認や支援に関する進行管理、

総合調整 等

基本的な活動
食事の提供 生活習慣の習得

・学習の支援等

定期的な状況
の把握・支援

都道府県

中間支援法人
実施主体

市町村
委託・補助

子育て支援を行う
民間団体等※

（こども食堂.こども宅食等）
※要対協の構成員に限定しない
※市町村から補助を受けている

団体を除く

委託・補助

委託・補助
・助言等

アウトリーチ

こどもの居宅等を訪問して以下の支援を実施

※ 居場所型は令和７年度から廃止（「地域こどもの生活支援事業」に一般化して補助実施）
※ 中間支援法人が、民間団体等に対して運営に関するノウハウの提供や助言等を行うことで、事業展開を加速化（中間支援法人自身による事業実施も可）
※ ②及び③は、令和５年度補正事業「アウトリーチ支援・宅食事業」

〈児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金〉令和８年度予算案 206億円の内数（207億円の内数）

※補助率２/３の対象となるのは、財政力指数１未満の自治体又は一般会計歳入が概ね特別区の一般会計歳入の平均未満の市町村のみ
財政力指数の低い自治体については、予算の範囲内で補助額を増額する場合がある



児童福祉司の増員について
〇 児童福祉司については、児童虐待発生時の迅速・的確な対応を確保する観点から、児童虐待相談対応件数の増加等に応じて、全国的な
数値目標を掲げたうえで、計画的な増員を図っているところ。

〇 これまでに、平成30年12月に策定した児童虐待防止対策体制強化プランに基づき、平成29年度からR4年度までで、約2,530人の増員目
標に対し、2,540人超の増員（H29:3,240人→R4：5,783人）となり、本プランの目標を達成。

〇 その後、令和4年12月に策定した「新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン」（新プラン）（令和５年度から８年度）において、令
和６年度末までに1,060人程度増員し、6,850人とすることを目標としたが、令和６年度は6,482人となる見込みであり、目標に達していない
状況（実績は2年間で700人程度の増）。

〇 今般、令和7年度及び令和8年度の目標を定めることとするが、依然として児童虐待対応件数が高い状況にあること（R4年度:214,843
件）や、現在の増員状況も踏まえ、令和８年度までに910人程度を増員し、7,390人とすることを目標とする。ただし、令和7年6月より施
行される一時保護開始時の司法審査の導入の状況等も踏まえ、必要に応じて新プラン期間中に目標値の見直しも引き続き検討。

H29年 R4年 R6年
前プラン

（R元年～R4年）
新プラン

（R5年～R8年）

3,240人

２年で
910人程度の増員を目指す

目標引上げ : 5,765
人 5,783人

R4年

目標: 6,850人
R6年

6,482人

児童福祉司の増員推移

目標達成

R8年
目標: 7,390人

R8年

（実績）
約700人増

当初目標 : 5,260人

※ 都道府県等の人材確保の状況
等も踏まえ、新プラン期間中
に目標値の見直しも検討。



児童相談所におけるSNSを活用した全国一元的な相談支援体制の構築に係るシステム

事業の目的
児童虐待防止の観点から、こどもや家庭がより相談しやすくなるよう、ＳＮＳによるアカウントを開設し、相談内容を各自治体（又は各児童相談所）に自動的に転

送した上、相談に対応する仕組みを構築する。（令和５年２月より順次、運用を開始）

事業の概要

＜改修内容＞
①相談者の利便性向上のための相談チャット画面のレイアウト改善及び機能の改修

現在のシステムでは、相談者、自治体職員等がメッセージを入力する際に改行することができず連続した文章となり、読みづら
いものとなっているため、相談者が読みやすい文章に整理できるよう改行機能を付加する（レイアウト改善）。また、現在の
チャット画面ではメッセージの受信及び送信時間が表示されないため、相談者、自治体職員等双方ともに、相談経過を把握できな
いほか、メッセージの送信時間自体が対応の緊急度を判断する一つの要素となりえるため、メッセージの送受信時間を表示できる
よう改修を行う（機能の改修）。
②メッセージがない相談に関する管理区分の追加

相談者が相談チャットに入ったものの相談内容の送信がないケース（相談内容未送信ケース）については、相談内容未送信の状
態が何度も繰り返される場合には、相談することを逡巡している可能性が考えられ、場合によっては一定のリスクを抱えている
ケースであることも想定されることから、こうしたケースに適切に対応することができるよう、相談内容未送信ケースを把握する
ための新たな管理区分を追加する。

実施主体等

【実施主体】民間事業者 【補助率】国：１０/１０ 【資金の流れ】

※各自治体は本業務を
外部委託することも
可能

【相談者のLINE上の操作】
①LINE公式アカウント「親子の

ための相談LINE」を友達追加

②住んでいる都道府県と市区町村
を登録する

③注意事項と待ち人数を確認し
相談システムのリンクを開く

④相談支援システムに利用者情報
を入力する

⑤相談内容を送信する

A自治体受付

（地域ごとに
振り分け）

【システム内のフロー】
DB

B自治体

C自治体

【自治体職員のシステム上の
操作】

①システムにログインする

②相談内容を確認し、相談者に
対してメッセージを送信する

③内容によっては、利用者の紐付
けや他自治体への移管が可能

④相談対応が終了した場合は
ステータスを終結にする

⑤メッセージのやりとりは、
終結日から１年経過で自動削除

相談者
・親
・こども（18歳未満）

※相談のやりとりは、今回開発した
システム上にのみ保存される
（LINE上には保存されない）

自治体職員等
・自治体職員
・委託事業者

（※）自治体は、原則としてLGWAN及び閉域網を経由して接続。委託先事業者は、専用端末から閉域網等を経由して接続。

項：情報通信技術調達等適正・効率化推進費 目：情報処理業務庁費
令和７年度補正予算 １億円 （デジタル庁一括計上）

令和８年度予算案 ３億円 （デジタル庁一括計上）

国 システム改修事業者
委託

支援局 虐待防止対策課補正

（※）点線枠内は、令和７年度補正予算によるもの

当初



支援局 虐待防止対策課

事業の目的

事業の概要

実施主体等

未成年後見人支援事業

 児童相談所長は、親権を行う者がいない児童等について、その福祉のために必要があるときは、家庭裁判所に対し未成年後見人の選任の請求をしな
ければならないこととされている（児童福祉法第33条の８第１項）。このため、未成年後見人が必要とする報酬等の一部を支援することで、未成年後
見人の確保を図るとともに、児童等の日常生活の支援や福祉の向上に資することを目的とするもの。

（１）未成年後見人の報酬補助事業
  児童相談所長等による請求により家庭裁判所に選任され、報酬が認められた未成年後見人に対し報酬額の補助

（２）未成年後見人等が加入する損害賠償保険料補助事業
児童相談所長等による請求により家庭裁判所に選任された未成年後見人及び被後見人が加入する損害賠償保険料の補助

【事業の対象となる未成年後見人】（１）・（２）共通
児童相談所長等による申立てにより家庭裁判所に選任された未成年後見人又は家庭裁判所の職権により選任された未成年後見人であって、
ア 被後見人の預貯金等及び不動産評価額が1,700万円以下であること
イ 被後見人の親族以外の者であること※１※２

のいずれも満たしていること。
※１ 児童相談所長以外の者による申立てまたは家庭裁判所の職権により選任された未成年後見人については、児童相談所長が認めた場合に限る。
※２ 被後見人が入所している児童福祉施設を運営する法人やその職員、被後見人の委託を受けている里親を除く。（施設退所後等の自立に備えて選任請求された場合

は対象）
【対象期間】

原則被後見人が成年に到達する日の前日まで
【補助基準額】

（１）未成年後見人の報酬事業
１人あたり 年額 240,000円 （月額上限額 20,000円×12月） 

（２）未成年後見人・被後見人が加入する損害賠償保険料補助事業
① 未成年後見人の賠償責任保険 １人あたり 年額 5,210円
② 被後見人の傷害保険 １人あたり 年額 8,420円

【実施主体】 都道府県、指定都市、児童相談所設置市
【補助率】    国：１/２、 都道府県・指定都市・児童相談所設置市：１/２

児
童
相
談
所

未成年後見人の選任の請求 未成年後見人の選任

未
成
年
後
見
人
（
親
族
を
除
く
）

保険会社等 加入者証発行

家
庭
裁
判
所

損害賠償保険加入申請
（保険料振込）

都道府県等

報酬補助申請（児童相談所を経由）

〈児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金〉令和８年度予算案 206億円の内数（207億円の内数）



お問合せ先：

1. 事業目的

2. 事業内容

３. 事業スキーム

４. 事業イメージ

食品ロス削減及び食品廃棄物等の3R推進事業費

食品廃棄物等の発生抑制と食品循環資源の再生利用等の地域実装を支援します。

【令和8年度予算（案） 150百万円（150百万円）】
【令和7年度補正予算（案） 150百万円】

環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課 電話： 03-6205-4947

１．地域力を活かした食品ロス削減等の対策強化
○自治体による食品ロス削減推進計画策定と実効性向上の支援
○自治体における食品ロス削減の取組状況の開示の充実等
○自治体における食品ロス量実態把握･発生要因の分析・調査支援

２．消費者等の行動変容の促進
○家庭系食品ロス削減に関する取組の地域実装支援と効果検証
○mottECO導入拡大に向けた伴走支援
○食品ロスポータルサイトの拡充

３．食品リサイクル法に基づく安全・安心な3Rの推進
○効率的な食品リサイクル等に関する調査・検討
○食品関連事業者、登録再生利用事業者等への指導
○食品循環資源の再生利用等実施率向上に向けた支援と効果検証

食品ロス半減目標の早期達成と再生利用等実施率の向上

■事業形態 請負事業
■請負先 民間事業者・団体
■実施期間 平成19年度～

① 現行の食品ロス削減目標（2030年までに2000年比半減）の早期達成を目指し、自治体における対策や計画策定等の支援等を
通して、地域力を活かした対策を強化する。

② 自治体や食品関連事業者等の関係主体と連携し、家庭系食品ロスの発生要因に応じた対策の地域実装・効果検証と横展開を通
して、消費者等の行動変容を促進する。

③ 登録再生利用事業者等への指導等を通して、特に小売・外食の再生利用等実施率の向上等を図る。

支援及び普及展開

・食品ロス削減推進計画、ロス量・発生要因調査の支援
・自治体の食品ロス削減取組状況の開示の充実等
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環境省 自治体

支援（モデル事業等の実施）

食品ロスポータルサイトの拡充



現 状
・20～39歳のうち最終学歴が中卒の者は約89万人
（令和２年国勢調査より）。令和5年度の高等学校中退者
は約4万6千人で前年度より増加（文部科学省調査より）。
・高卒認定試験出願の動機は、大学進学等が約
63.8％、就職が約17.6％となっている（複数回答、令和5年
度出願者アンケートより）。高校卒業資格を得ることで進学や
就職、資格試験の受験資格取得等の機会増加が期
待される。

課 題
・自治体に対する意向調査では、高校中退者等への
学習支援等を実施している自治体は約５％にとどまっ
た。現状、学習支援等を実施できていない理由として
は以下のような課題が挙げられた。（文部科学省調べ）
①事業実施のためのノウハウがない（37％）
②予算や人員の確保が困難（33％）
→上記の課題に対して、国からの取組の支援や、事業
実施のノウハウを横展開することは重要。

事業の方向性

高校中退者等を対象に、地域資源（高校、サポステ、ハローワーク等）を活用しながら社会的自立を目指し、高等学校卒業程度の学力を身に付
けさせるための学習相談及び学習支援等を実施する地方公共団体の取組を支援する。

事業概要

ハローワーク・職業訓練機関・
サポステ・保護司会 等

若者の社会的自立

何をしたらいいか
わからない

高校を辞めて
しまったことを後悔

中退防止や中退者の就労支援
については、従前より、高校の
進路指導や地域若者サポート
ステーション等を中心とした支
援が行われている。

高校生

進路指導
（中退防止）

高校教員

支 援

学習相談員 学習支援員

仕事に就きたい

その他地域において活用可能な資源
（例）教員養成系大学、家庭教育支援員 等

（任意）

高校中退者・若年無業者等

職業資格取得・
就職

大学進学

高
卒
認
定

試
験
合
格

学習相談
SW/SC

進路相談

国 1/3
都道府県  1/3

市町村   1/3

【補助率】
令和8年度予算(案)額   9百万円

（前年度予算額   9百万円） 

学習支援

地域における学びを通じたステップアップ支援促進事業

地域資源
との連携

中学
高校

【実施主体】 都道府県・市町村
件数・単価（国庫補助額）：9箇所×約100万円（予定）

これまでの取組（平成29年～）・今後の方向性
・これまで、44の自治体等が事業を実施（＊一部、継続団体の重複あり）
・受講者の進学・就労実績のモデル構築・展開
・地域資源活用やステークホルダーとの連携について、広報誌や全国協議
会を通じ自治体、厚労省、法務省と連携し情報提供
・補助要綱改正で基礎自治体への直接補助を実現（令和3年度より）
・250以上の自治体は、国の支援があれば高校中退者等への学習支援等
の取組実施を検討したいと回答しており（文部科学省調べ）、国の後押しによる
取組拡充の余地は大きい。

※市町村が単独実施の場合、市町村が2/3負担で実施が可能（国は１/３補助）

（担当：総合教育政策局生涯学習推進課）

②学習相談等の提供

③学習支援等の実施

● 教育委員会ＯＢや退職教員、福祉部局職員、保護司等による①
学びに応じた教科書や副教材の紹介、②高卒認定試験の紹介、③
教育機関や修学のための経済的支援の紹介、④就労に関する相談や
職業訓練に関する紹介など関係機関と連携し学習・就労に関する相
談・助言をアウトリーチの手法を含めて行う。

● 図書館、公民館等の地域の学習施設等を活用し、学習の場を提供
するとともに、ＩＣＴの活用も含めた学習支援を退職教員、ボランティア、
ＮＰＯ 等の協力を得て、実施する。
また、就労希望者にはＥＳ添削や面接練習等を併せて実施する。

①支援体制の構築
● 地域住民・企業・民間団体、労働局、保護観察所等との連携体
制構築など、各地域の抱える課題や資源などに応じた支援体制の基盤
構築を支援するとともに、優良事例の横展開を目指し、全国的な取組
の推進・強化を図る。



学校卒業後における障害者の学びの支援推進事業

事業内容

趣旨・背景
障害者権利条約の批准や共生社会への意識の高まりなどにより、学校卒業後の障害者の生涯学習機会の確保が求められている。また令和６年４月に障害者差別解消法が完
全施行され民間事業者にも義務化されるなど、合理的配慮への対応が急務である。これら喫緊の課題に対応するため、本事業では、学校卒業後の障害者の学びについて実態把
握・モデル開発・普及啓発等の取組を進め、「障害の有無に関わらず共に学び、生きる共生社会の実現」を目指す。

アクセシブルな書籍等の製作に係る実証調査等【13百万円（R7補正）】

読書バリアフリー法(R1)や情報コミュニケーション法(R4)の施行など、情報保障への関心が高ま
る中で、障害者等が学びの機会から除外されることのないよう実態把握が必要。読書バリアフリー
基本計画の着実な実施のために、全国的な調査等により、各取組の進捗状況を把握する。

地域における持続可能な学びの支援に関する実践研究【89百万円（97百万円）】
①地域コンソーシアムによる障害者の生涯学習支援体制の構築

都道府県等が中心となり、大学や特別支援学校、NPO等が参画する持続的な連携体制の整備に向けた「地域コン
ソーシアム」を構築。

②社会教育施設を活用した障害者の学びの場の拡充を目指した地域連携体制の構築
地域における学びの機会の充実を目的に、コーディネーターを配置し、社会教育施設（公民館等）を活用した、社

会福祉施設や企業、NPO団体等との連携により生涯学習プログラム、インクルーシブなプログラム開発を実施。
③障害者の移行期の学びのモデルの構築

大学、専門学校等の高等教育機関への進学が困難な障害者が学びを継続できる機会等の創出や、障害の有無に
関わらず同世代の若者を含む社会と接することができる居場所作りを目的とした持続可能な生涯学習プログラム等の開
発を実施。

普及・啓発活動の強化【 23百万円（24百万円）】
障害者の生涯学習の充実には教育と福祉など分野を超えた連携を進
め関係者を増やすことが重要。学びの場の担い手育成や学習環境の充
実を図るため、障害者や支援者、行政など関係者が集う共生社会コン
ファレンスや、障害者参加型のフォーラム等の普及啓発活動を実施。

アウトプット（活動目標）
①実践研究事業による都道府県等の主体的な連携体制の構築。
②多様な生涯学習プログラムのモデル開発・実施。
③普及・啓発事業の実施による成果の共有。

中期アウトカム
①自治体の行政計画に盛り込まれる等、障害者の生涯学習への関心の高まり。障害理解か深化。
②障害者のニーズに対応した多様な生涯学習プログラムが増加。
③障害者の生涯学習の担い手人材が増加。

○学校卒業後の障害者の身近に生涯学習の機会（学習・スポーツ・文化等の活
動機会）が充実、障害の有無に関わらず、共に学び生きる共生社会が実現。

長期アウトカム

（共生社会コンファレンスの様子） （障害者参加型フォーラム）

（担当：総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課）

令和8年度予算額（案） 116百万円
（前年度予算額 124百万円）

「障害者基本計画（第５次）」 （令和5年3月14日閣議決定）
地域における学校卒業後の学習機会の充実のため、教育・療育機関は、

関係機関と連携して生涯学習を支援する機関としての役割を果たす。
「第４期教育振興基本計画」 （令和5年6月16日閣議決定）
誰もが、障害の有無にかかわらず共に学び、生きる共生社会を実現するた

め、障害者の生涯学習の充実に向けて、社会教育施設や民間団体におけ
る取組、大学等における公開講座といった学びの場・機会の提供等の取組
の推進を図る。
「人権教育・啓発に関する基本計画（第二次）」 （令和7年6月6日閣
議決定）
「障害者に対する偏見や差別のない共生社会に向けた取組」として、障害
者の生涯を通じた多様な学習活動の充実を図る。 

取り組んでいる
21%

取り組んでいない
79%

障害者本人アンケート（R4）
Q:現在、生涯学習に取り組んでいますか？

このうち半数以上が、「どのような学
習があるのか知らない」と回答。情
報が必要な人に届いていない。

受けたことがある
11%

受けたことはない
72%

わからない
16%

無回答
1%

社会教育施設アンケート（R５）
Q:合理的配慮に関する意思表明を受けた経験

がありますか？

課題②：障害者の生涯学習の場における合理的配
慮や情報保障に係る経験が少ない。

課題①：生涯学習の機会が少ないことに加えて、
障害当事者に情報が伝わっていない。

いる
7.5%

無回答
2.7%

社会教育施設アンケート（R５）
Q:コーディネーター的な役割を担う職員
を配置していますか？

いない
89.9%

課題③：障害者の生涯学習活動に関する
コーディネーター的な職員がいない

障害者の生涯学習の推進に関する現状と課題

生涯学習を通じた共生社会の実現に関する調査研究【３百万円（３百万円）】
施策の着実な推進のため、障害者が学習活動に参加する際の阻害要因・促進要因について、障
害当事者はもとより、実施主体として期待される自治体や社会教育施設、高等教育機関等多様
な関係者に対する定期的な調査が必要。（R７：社会教育施設等への実態調査）

令和7年度補正予算額 13百万円



ヤングケアラー支援体制強化事業
（ヤングケアラー実態調査・研修推進事業）

事業の目的
〇 子ども・若者育成支援推進法の改正により、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」として、

国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象にヤングケアラーが明記された。(令和6年6月5日成立、令和6年6月12日施行)
〇また、施行通知※1では、特に市区町村においては、支援を必要とするヤングケアラーを早期に把握し、個別具体的な支援につなげるために、記名式
など個人が把握できる方法による実態調査を定期的（少なくとも年に１回程度）に行うことが重要としている。

〇 さらに、ヤングケアラーの把握と支援導入には、福祉・介護・医療・教育機関等の関係機関の職員によるアウトリーチとヤングケアラーへの理解
促進が重要であり、ヤングケアラーに気付く体制を構築するため、職員研修の積極的な実施が求められるところ。

〇 こうした取り組みを促進するため、実態調査や関係機関の職員（要対協、子若協の構成機関を含む）がヤングケアラーについて学ぶための研修等
の実施に必要な経費の補助を行う。

事業の概要
① 実態調査・把握

市区町村は、ヤングケアラーを把握し具体的な支援につなげるため、学校等の関係機関を通じて、主に任意の記名式等個人が把握できる方法によ
り調査を実施

都道府県は、市区町村と連携し、高校生世代を対象とした実態調査を行う他、主に18歳以上のヤングケアラーを把握することを目的として、介
護・障害などのサービス事業者や支援者団体を対象として実態調査を実施

② 関係機関職員研修
ヤングケアラー支援に関する理解を深めるため、関係機関※2、専門職員、支援者団体、こども・本人や保護者が活動する地域の団体等を対象に、

各地方自治体や教育委員会と連携して、ヤングケアラーの概念や早期把握の着眼点、把握後の対応方法についての研修を実施

③ 実態調査スタートアップ加算
実態調査を定期的（少なくとも年に１回程度）に実施するには、自治体の負担軽減（調査コスト等）が不可欠であることから、実態調査の効率化

に資する、自治体専用のWebフォーム作成や、調査結果に基づいて必要な支援がスムーズに行える仕組みの構築（例えば、特定の項目に該当するこ
どもの情報を学校とこども家庭センターで共有し、必要なサポートを提供するためのスキームの設計・開発等）を実施。

実施主体等

※2 児童相談所、児童福祉施設、社会福祉協議会、福祉事務所、生活困窮者自立相談支援機関、精神保健福祉ｾﾝﾀｰ、医療機関、訪問看護・介護事業者、医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ、学校、教育委員会、
ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ、ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ、地域包括ｹｱｾﾝﾀｰ、介護保険事業者、障害福祉ｻーﾋ゙ｽ事業所、市町村保健ｾﾝﾀｰ、保健所、民生・児童委員、司法関係機関、日本語学習支援機関、民間団体等

実施主体※3 都道府県、市区町村

実施主体
実施事業

１都道府県、指定都市
あたり

１中核市・特別区
あたり

１市町村あたり

①実態調査・把握 6,211千円 3,204千円 1,739千円

②関係機関職員研修 4,164千円 2,491千円 1,833千円

③実態調査スタートアップ加算 2,228千円 ２,026千円 1,823千円

補助率 国：2/3、実施主体：1/3又は国：1/2、実施主体：1/2

※3 下記事業のいずれかを実施した場合に補助。事業委託も可。
都道府県

市区町村

①,②

①,②①,③

情報共有

学校等

①,③※4

※4 都道府県立
高校など

ヤングケアラー

※1 こども家庭庁HP参照（https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer）

支援局 虐待防止対策課
拡充

職員研修

①,②

関係機関

〈児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金〉令和８年度予算案 20６億円の内数（207億円の内数）

※補助率２/３の対象となるのは、財政力指数１未満の自治体又は一般会計歳入が概ね特別区の一般会計歳入の平均未満の市町村のみ
財政力指数の低い自治体については、予算の範囲内で補助額を増額する場合がある

https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer
https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer
https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer


支援局 虐待防止対策課
ヤングケアラー支援体制強化事業
（ヤングケアラー支援体制構築事業）

事業の目的
地方自治体におけるヤングケアラーの支援体制の構築を支援するため、地方自治体に必要な経費の補助を行う。

事業の概要
① ヤングケアラーを適切な福祉サービスにつなぐために、関係機関や民間支援団体と連携して相談支援を行い、多機関と協力して支援の枠組みを

構築する専門職として、ヤングケアラー・コーディネーターを配置
⇒ 都道府県が、18歳以上のヤングケアラーへの個別相談を含む業務を行うヤングケアラー・コーディネーターを配置する場合、加算を行う。
⇒ 実態調査の回答結果に基づき、こども・若者や家族等との面談やアセスメント、支援等を行う訪問支援員の配置する場合、加算を行う。
※訪問支援員の配置加算は、すでにヤングケアラー・コーディネーター（YCC）の予算を活用した自治体に限る。
（ただし、自治体で独自にYCCを配置している場合は、訪問業務を担う職員の配置において、まずは「ヤングケアラー・コーディネーターの配置」予算を活用すること。）

② ピアサポート等の悩み相談を行う支援者団体への支援
⇒ 進路やキャリア相談支援体制の構築、およびレスパイトや自己発見に寄与する当事者向けイベントの開催において、加算を行う。

➂ ヤングケアラー同士が悩みや経験を共有し合うオンラインサロンの設置運営･支援等
④ 外国語対応が必要な家庭に対し、病院や行政手続における通訳派遣等

実施主体等

拡充

③ｵﾝﾗｲﾝｻﾛﾝ

SNS･ｱﾌﾟﾘ等を活用した
集い・語りの場

地方自治体が自ら運営
又はNPOや民間団体
等が行う活動への支援

②ﾋﾟｱｻﾎﾟ-ﾄ
当事者･支援者の
民間団体等が行う
活動を支援

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗ-に寄り添い､必要な相
談支援を行う

④通訳派遣
外国語対応が必要
な家庭への
通訳派遣支援

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗ-に寄り添い､必要
な相談支援を行う

支援相談・支援 相談・悩み共有

適
切
な
支
援

キャリア相談
支援加算

レスパイト・
イベント
実施加算

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗ-

支
援

（配置場所の例）
ヤングケアラー支援担当部局等、関係機関等からの相談やサポートに適した
場所

把握・発見したﾔﾝｸﾞｹｱﾗ-を適切な支援に繋ぐ

① ﾔﾝｸﾞｹｱﾗ-･ｺ-ﾃﾞｨﾈ-ﾀ-
(拡充)18歳以上の個別相談対応（都道府県に限る）
(拡充)訪問支援員の配置加算

都 道 府 県 ・ 市 区 町 村

支
援

実施主体 都道府県、市区町村

実施主体

実施事業

１都道府県、
指定都市あたり

１中核市、
特別区あたり

１市町村あたり

① ヤングケアラー・コーディ
ネーターの配置 18,135千円 11,620千円 6,539千円

18歳以上のヤングケアラーへ
の個別相談等対応 7,999千円

(都道府県に限る) ー

訪問支援員配置加算 4,291千円

② ピアサポート等相談支援体制
の推進 7,891千円 5,358千円 2,764千円

キャリア相談支援加算 6,381千円 4,254千円 2,127千円

イベント実施（レスパイト、
自己発見等）加算 2,871千円 2,787千円 2,300千円

③ オンラインサロンの設置・運
営、支援 4,267千円 2,840千円 1,840千円

④ 外国語対応通訳派遣支援 7,920千円 5,280千円 2,640千円

補助率 国：2/3実施主体：1/3又は国：1/2、実施主体：1/2

〈児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金〉令和８年度予算案 20６億円の内数（207億円の内数）

※補助率２/３の対象となるのは、財政力指数１未満の自治体又は一般会計歳入が概ね特別区の一般会計歳入の平均未満の市町村のみ
財政力指数の低い自治体については、予算の範囲内で補助額を増額する場合がある



支援局 虐待防止対策課

事業の目的

事業の概要

実施主体等

ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業

表面化しにくいヤングケアラーの孤独・孤立を防ぎ、継続した相談・支援体制を構築するため、民間団体等で全国規模のイ
ベントやシンポジウム等を開催し、地域ごとの当事者、支援者同士の相互交流を促すことにより、ヤングケアラーの相互ネッ
トワークの形成を図る。

① 地方自治体に対するヤングケアラー支援に関する啓発
② 地方自治体、ヤングケアラー、支援者・当事者団体との相互交流・発展
③ ヤングケアラーに対する相談支援の推進、地方自治体による相談機能の強化 等

※ 民間事業者等の提案により具体的な内容を決定。

実施主体：法人（公募により選定）
補助率：国（定額 １０/１０相当）

<ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業費補助金>令和８年度予算案 0.1億円（0.1億円）

地域ごとの当事者、支援者が相互に交
流し、悩みや課題を共有できる機会を
設けることで、全国的な相互ネット
ワークを形成し、ヤングケアラーの孤
独・孤立の防止することにつなげる。



支援局 虐待防止対策課

事業の目的

事業の概要

実施主体等

〇 全国の児童相談所の児童虐待相談対応件数は依然として高くなっている。また、こどもの生命が奪われるなど重大な児童虐待事件も後を絶たず、
児童虐待の防止は社会全体で取り組むべき喫緊の課題である。こうしたことを踏まえ、児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部
を改正する法律（令和元年法律第46号）において、体罰が許されないものであることが法定化され、令和２年４月から施行されているところであ
る。本事業では、年間を通じて、また毎年11月に実施される「秋のこどもまんなか月間 オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」にお
いては特に集中的に、児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９(いちはやく)」、「親子のための相談LINE」、「体罰等によらない子育て」等をは
じめとした児童虐待防止に関する様々な広報展開を行うことにより、児童虐待問題や体罰等によらない子育て等に対する社会的関心を高め、もっ
てその推進に寄与することを目的とする。

〇 「ヤングケアラー」は、中高生を対象に令和６年度までの３年間を「集中取組期間」として社会的認知度向上のための取組みを実施した。令和
７年度には、認知度向上の次の段階として、家庭環境の変化により誰にでも起こりうる身近な問題であるという認識（自分ゴト化）を促し、社会
全体でヤングケアラーに気づき、声をかけ、手を差し伸べることができる風土を築くことを目標に、こどもにあっては、こども自身の権利に触れ
ることを通して本人に気づきを与えるとともに、誰かに頼ってもよいという意識を浸透させ、若者世代については、自身が支援の対象であること
の周知に取り組んだ。令和８年度は、引き続き前年度の取組を継続するとともに、特に若者世代を対象として、若者が孤立せず、支援を求められ
る環境づくりを目指す。

児童虐待防止対策推進事業委託費

【広報啓発内容】
○ クリエイティブ（ポスター・リーフレット）の制作、印刷、梱包・発送
○ クリエイティブ（普及啓発動画等）の制作、発信・展開
○ 特設Webサイトの運営及び運用保守、コンテンツの追加・更新 等

※ 事業者等の提案に基づき、事業実施予定。

令和７年度：クリエイティブ

実施主体：国（公募により､委託事業者を選定）

<児童虐待防止対策推進事業委託費> 令和８年度予算案：2億円（2億円）

令和６年度：クリエイティブ

（参考）



成育局 成育環境課子育て世帯訪問支援事業

事業の目的
訪問支援員が、家事・子育て等に対して不安・負担を抱えた子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問し、家庭が抱
える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然
に防ぐ。

事業の概要

【対 象 者】次のいずれかに該当する者
① 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
② 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及び

それに該当するおそれのある保護者
③ 若年妊婦等、出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦
④ その他、事業の目的を鑑みて、市町村が本事業による支援が必要と認める者（支援を要するヤングケアラー等を含む）

【事業内容】
① 家事支援（食事準備、洗濯、掃除、買い物の代行やサポート、等）
② 育児・養育支援（育児のサポート、保育所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助、等）
③ 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談・助言（※）

※保護者に寄り添い、エンパワメントするための助言等。なお、保健師等の専門職による対応が必要な専門的な内容は除く。
④ 地域の母子保健施策・子育て支援施策等に関する情報提供
⑤ 支援対象者やこどもの状況・養育環境の把握、市町村への報告

実施主体等
【実施主体】市町村（特別区を含む）  
【補 助 率】 国1/３、都道府県1/３、市町村1/３
【令和８年度補助基準額案】

〇基本分（右表のとおり利用者負担軽減加算あり）
１時間当たり 1,650円
１件当たり 1,000円

〇事務費・管理費 １事業所当たり 564,000円
〇研修費 １市区町村当たり 360,000円

※②については１世帯あたり96時間/年を超えた場合、１時間当たり1,320円、1件当たり800円
③については１世帯あたり48時間/年を超えた場合、１時間当たり   990円、1件当たり600円

＜子ども・子育て支援交付金＞令和８年度予算案 2,163億円の内数（2,013億円の内数）

成育局 成育環境課子育て世帯訪問支援事業

事業の目的
訪問支援員が、家事・子育て等に対して不安・負担を抱えた子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問し、家庭が抱
える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然
に防ぐ。

事業の概要

【対 象 者】次のいずれかに該当する者
① 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
② 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及び

それに該当するおそれのある保護者
③ 若年妊婦等、出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦
④ その他、事業の目的を鑑みて、市町村が本事業による支援が必要と認める者（支援を要するヤングケアラー等を含む）

【事業内容】
① 家事支援（食事準備、洗濯、掃除、買い物の代行やサポート、等）
② 育児・養育支援（育児のサポート、保育所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助、等）
③ 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談・助言（※）

※保護者に寄り添い、エンパワメントするための助言等。なお、保健師等の専門職による対応が必要な専門的な内容は除く。
④ 地域の母子保健施策・子育て支援施策等に関する情報提供
⑤ 支援対象者やこどもの状況・養育環境の把握、市町村への報告

実施主体等
【実施主体】市町村（特別区を含む）  
【補 助 率】 国1/３、都道府県1/３、市町村1/３
【令和８年度補助基準額案】

〇基本分（右表のとおり利用者負担軽減加算あり）
１時間当たり 1,650円
１件当たり 1,000円

〇事務費・管理費 １事業所当たり 564,000円
〇研修費 １市区町村当たり 360,000円

※②については１世帯あたり96時間/年を超えた場合、１時間当たり1,320円、1件当たり800円
③については１世帯あたり48時間/年を超えた場合、１時間当たり   990円、1件当たり600円

＜子ども・子育て支援交付金＞令和８年度予算案 2,163億円の内数（2,013億円の内数）

利用者負担軽減加算 １時間当たり １件当たり
①生活保護世帯

1,650 円 1,000円②市町村民税非課税世帯
③市町村民税所得割課税額77,101円未
満世帯



支援局 虐待防止対策課

事業の目的

事業の概要

実施主体等

児童虐待防止等のための広報啓発等事業

各都道府県等において、児童虐待防止及びヤングケアラー認知度向上に係る広報啓発等事業を通じ、関係機関・団体を通じ、
関係機関・団体や地域住民等への児童虐待・ヤングケアラーに関する意識の向上を図ることにより、児童虐待防止及びヤング
ケアラーへの適切な対応に資することを目的とする。

以下①～③のいずれかに該当するもの
① 地域における児童虐待に関する情報発信やヤングケアラーへの認知・理解促進等を図るための広報啓発事業。
② 地域の関係機関、関係団体等に対して児童虐待防止の取組を促し、児童相談所と市町村や当該関係機関等との連携協力

体制の構築を図る事業。
③ 児童相談所において通告・相談等を受け付けるための通信設備の改修や転送サービスの利用等を行う事業

（例）SNSを活用した情報発信

【実施主体】    都道府県、指定都市又は児童相談所設置市
【補助基準額】 14,645千円（１実施主体当たり）
【補助率】 国：１/２、都道府県、指定都市又は児童相談所設置市：１/２

〈児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金〉令和８年度予算案 206億円の内数（207億円の内数）



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■事業形態

4. 

熱中症対策推進事業

事業イメージ

請負事業＋運営費交付金

• 関係府省庁とともに、政府一体となり「熱中症予防強化キャンペーン」を
実施し、地方公共団体や事業者等とも連携しながら、メディアやSNS等の
効果的な活用戦略を練った上で、国民一人ひとりが熱中症対策を実践でき
るように、訴求対象別の国民向けの普及・啓発を実施する。

• 熱中症特別警戒情報及び熱中症警戒情報の着実な運用、クーリングシェル
ターの指定に係る支援、熱中症対策普及団体の熱中症対策に係る活用など
各種取組を推進する。

• 熱中症死亡者半減目標の達成に向け、死亡者の要因分析等をさらに進め、
熱中症対策実行計画の見直しを行う。

• 独立行政法人環境再生保全機構が、地域における熱中症対策に取り組む地
方公共団体等に対し、熱中症対策に取り組む情報を収集・展開するととも
に、地方公共団体職員等を対象とした熱中症対策に係る研修を実施する。

国民の命を守るため、国、地方公共団体、事業者等が行う効果的な熱中症対策を推進します。

【令和８年度予算（案） 450百万円（405百万円）】
（独立行政法人環境再生保全機構運営費交付金 306百万円（286百万円）を含む）

民間事業者

平成24年度～

■請 負 先

環境省大臣官房環境保健部企画課熱中症対策室 電話： 03-6206-1732

指定暑熱避難施設の設置

（例）佐野市役所

地方公共団体職員向けの
研修の実施

（例） 7月12日山形会場
■実施期間

熱中症警戒情報等の発表

■普及啓発の実施

■地域における熱中症対策の強化

SNSを活用した広報

• 熱中症対策実行計画で掲げる「2030年熱中症死亡者半減」達成に向け、国、地方公共団体、事業者等におい
て、あらゆる主体が熱中症予防行動をとることができるよう効果的な熱中症対策の普及・啓発を推進する。

• 改正気候変動適応法に基づく熱中症特別警戒情報の運用、指定暑熱避難施設や熱中症対策普及団体の取組等
について、効果的な体制づくりを進める。

東 京
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成年後見制度の利用促進・権利擁護支援の推進

第二期成年後見制度利用促進基本計画における施策の目標
成年後見制度（民法）の見直しに向けた検討＋総合的な権利擁護支援策の充実

地域共生社会の実現

○ 全市町村における中核機関の整備や全都道府県における協議会の設置など第二期成年後見制度利用促進基本計画に盛り込まれたKPIを
着実に達成するため、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりや中核機関のコーディネート機能の強化を強力に推進する。

○ モデル事業の実践等も踏まえ、身寄りのない人も含め、判断能力が不十分な人の地域生活を支える新たな権利擁護支援策について、全国で実
施する体制を構築する必要があり、具体的な業務や実施に当たっての留意点等を整理するための調査等事業に取り組む。

令和８年度当初予算案 ８.０億円（10.2億円）※（）内は前年度当初予算額

後犬ちゃん

○ 第二期成年後見制度利用促進基本計画では、成年後見制度（民法）の見直しの検討に対応して、同制度以外の権利擁護支援策の検討を
進め、必要な福祉の制度や事業の見直しを行う方向性が示されている。

○ 地域共生社会の実現に向けて、第二期計画期間の最終年度におけるKPIの着実な達成及び各種取組を促進するため、また、権利擁護支
援の地域連携ネットワーク（※）のコーディネートを担う中核機関の法制化の検討を進めていることも踏まえ、市町村・都道府県による
「権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり」を後押しするとともに、「新たな権利擁護支援策の構築」に向けた取組を進める。

※ 地域や福祉、行政などに司法を加えた多様な分野・主体が連携する仕組み

１．都道府県・市町村・中核機関の権利擁護支援体制の強化

２．地域連携ネットワーク関係者の権利擁護支援の機能強化

○ 福祉・行政・法律専門職など地域連携ネットワークの多様な主体の支援機能を高めるため、全都道府県による意思決定支援研修の実施や本
人の状況に応じた効果的な支援を進める観点から、成年後見制度と日常生活自立支援事業、生活保護制度など関連諸制度との連携強化に
取り組む。

３．新たな権利擁護支援策の構築を行うための環境整備

※令和７年度補正予算額 ２.８億円



孤独・孤立対策関係施策一覧における非予算事業の概要（地域福祉課分）

令和２年11月に、生活困窮者の方についても携帯電話等の契約を行うことが出来るよう一定の配慮を行っている通信事業者のリストを作成し、
自治体等へ情報提供を行っている。令和6年度にはリストを更新し、自治体へ再周知を行った。通信機器が利用できないことで孤立することがない
よう、引き続きリストの周知を進める。

○ 経済的事情によるデジタルデバイドの是正

都道府県等が民生委員・児童委員に対して支弁する活動費について交付税措置しており、令和２年度に引き上げを実施しており、都道府県等が
民生委員・児童委員に対して支弁する活動費について、民生委員・児童委員の活動実態を踏まえて引き続き支援していくことで、地域福祉の推進
のための環境整備を進めていく。

○ 民生委員・児童委員活動への支援

各都道府県社会福祉協議会へ福祉活動指導員を、各市町村社会福祉協議会へ福祉活動専門員を設置するために必要な経費を交付税措置し
ており、福祉活動指導員及び福祉活動専門員の人員配置や活動状況を踏まえて、引き続き、その設置に必要な経費について支援していくことで、
地域福祉の推進のための環境整備を進めていく。

○ 社会福祉協議会への支援



居住支援事業（シェルター事業、地域居住支援事業）

• シェルター事業 ：路上生活者や、終夜営業店舗等にいる一定の住居を持たない不安定居住者
• 地域居住支援事業：シェルター退所者や居住に困難を抱える、地域社会から孤立した状態にある低所得者

対象者

• シェルター事業：利用している間に、住居の確保や就労に向けた資金の貯蓄等が実現し自立が可能になる。
• 地域居住支援事業：社会的孤立を防止するとともに、地域において自立した日常生活を継続できるようになる。

期待される効果

支援の概要
路上、河川敷、

ネットカフェ、サウナ、
友人宅に寝泊まりしている…

賃貸住宅への入居を断られた、
地域での一人暮らしが不安…

シェルター事業
＜当面の日常生活支援＞
・宿泊場所や食事の提供
・衣類等の日用品を支給 等

※自立相談支援機関と連携し、住居の確保や
就労に向けた支援等も実施。

※緊急一時的な支援が必要な生活困窮者に対
する一時的な支援・支援先・受入れ先の
調整等の実施も可。

地域居住支援事業
＜入居支援・地域での見守り支援＞

①入居に当たっての支援
・不動産業者等への同行支援
・保証人や緊急連絡先が不要な物件、低廉な家賃の物件情報の収集

②居住を安定して継続するための支援
・訪問等による居宅における見守り支援

③環境整備
・地域とのつながり促進支援
・協力を得やすい不動産事業者等とのネットワーク構築 等

※支援期間は原則１年間。
（対象者の状態に応じて
柔軟に延長可能）

令和７年度予算：762億円の内数
令和８年度予算(案)額：827億円の内数



住居確保給付金（家賃補助、転居費用補助）

• 家賃補助：離職・廃業や休業等により住居を失うおそれが生じ、再就職に向けた活動を行っている者
• 転居費用補助：収入が大きく減少し、住居を失うおそれが生じ、家計の改善のために、家賃が安い住宅に転居する

必要がある者
＜支給要件＞
・家賃補助：
〇収入要件：市町村民税均等割非課税の水準（特別区では単身8.4万円、２人世帯13万円）＋家賃額
〇資産要件：市町村民税均等割非課税の水準の６か月分で、100万円を超えない額

（特別区では単身50.4万円、2人世帯78万円）
〇求職活動要件：ハローワークなどに申し込んで、求職活動を行うこと。

（自営業の場合、経営の改善に取り組むことで可となる場合もある）
・転居費用補助：
○収入要件、資産要件：家賃補助と同じ。
○家計改善に関する要件：家計改善の支援において転居によって家計が改善することが認められること。

対象者

・家賃補助：＜支給額＞家賃額（住宅扶助額を上限）※特別区では単身5.4万円、２人世帯6.4万円

＜支給期間＞原則３か月（最長９か月まで延長可能）
・転居費用補助：＜支給額＞新たな住居の確保に要する費用（転居先の自治体における住宅扶助額に基づく額の３倍の額を上限）

＜対象経費＞転居先の住宅に係る初期費用（礼金、仲介手数料等）、転居先への家財の運搬費用

支援の概要

• 家賃補助：安心して求職活動に取り組むことができ、就労を実現することができる。
• 転居費用補助：家賃負担軽減により自己の収入等の範囲内で住み続けることができる。

期待される効果

令和７年度予算：762億円の内数
令和８年度予算(案)額：827億円の内数



就労準備支援事業

長期離職者や対人関係の不安等により、すぐに就職活動をすることが難しく、就労に向けた準備が必要な者
※世帯全体でみると収入があるなど、収入・資産要件に該当しなくても、本人には収入がなく、家族の失職などのきっかけで困窮に
陥りやすいケースなど就労準備支援事業による支援が必要と認める者は幅広く対応。

対象者

・（利用前）自立支援機関のアセスメント、支援方針の決定の過程から就労準備支援員も積極的に関与し、就労準備支
援事業のプログラムを試行的に利用しながら、就労面でのアセスメントを行う。

・（利用決定）支援プログラムを作成し、原則１年の利用とする（必要に応じて延長可能）。

支援の概要

• 社会生活の基礎能力の習得や社会体験活動を通して、就労に向けたステップアップを図ることができる。
期待される効果

○就労するための生活習慣が整っていない
○他者との関わりに強い緊張や不安を抱え
ており、コミュニケーションが苦手
（避けてしまう）

○自尊感情や自己有用感を喪失しており、
就労に向けた一歩が踏み出せない

○就労の意思が希薄・就労に関するイメー
ジが持てない、就労に必要な情報が不
足している

等

本人の状態像
○本人のニーズ・課題に合わせ、日常生活自立、社会生活自立、経済的自立の３つの
自立を想定した多様な支援メニューを開発し、通所、合宿等の様々な形態で実施する。

〇地域を支援の場として活用すると、多様な人との関係性の中で本人の気持ちの変化
や自己理解が深まる効果がある。

様々な状態像に対応できる多様な支援メニュー

（農作業体験）（グループワーク） （職場見学・就労体験）

令和７年度予算：762億円の内数
令和８年度予算(案)額：827億円の内数



官民協働等女性支援事業

○ 様々な困難な問題を抱えた女性について、公的機関と民間団体が密接に連携し、アウトリーチからの相談対応や、居場所の確保、地域
での自立・定着など、入口から出口まで切れ目のない支援を推進する。

（１）アウトリーチ支援・ＳＮＳ相談支援
困難な問題を抱えた女性について、夜間見回り等による声掛けによる相談支援や、出張相談窓口における相談支援、ＳＮＳを活用した相談支援等を実施。

（２）居場所の確保
一時的に安心・安全な居場所での支援が必要と判断された際に、居場所の提供や食事の提供など日常生活の支援を行うとともに、相談支援を実施。

（３）自立支援
継続的な支援が必要と判断される者や、居場所支援が長期化する者に対し、居住地や就業、教育に関する情報提供や助言など必要な自立に向けた支援を実施。

（４）ステップハウス
（３）の実施に際し、一時的な避難場所ではなく、自立に向け、生活再建や生活習慣の改善等の生活支援を受けながら一定期間居住できる場所を確保。
また、ステップハウスの利用者の自立のため、資格取得、就職活動・就職支度や同伴児童の通塾に係る経費について支援する。

（５）アフターケア
（３）または（４）を実施した者に対して、電話相談、家庭訪問、職場訪問等を通じて地域生活を定着させるための継続的な支援を実施。

（６）関係機関連携会議
行政機関、民間団体、医療機関等で構成する会議を設置し、支援内容に関する協議等を行い、相互に情報共有を図る。

（７）支援体制強化（ＩＣＴ導入支援）
（１）～（５）の実施に際し、ＩＣＴを活用した支援の導入や情報管理等を実施。

⑥ 関係機関連携会議の設置等【必須】（関係機関と民間団体の連絡・調整）

＜事業イメージ＞ ➀ アウトリーチ支援・ＳＮＳ相談【必須】（夜間見回り・声掛け・ICTを活用したアウトリーチ）

民間団体等

＜実施主体＞
都道府県・市町村・特別区

事業の一部（⑥を除く）
を委託等可能
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令和８年度当初予算案 困難な問題を抱える女性支援推進等事業 23億円の内数（24億円の内数）※（）内は前年度当初予算額

実施主体 ：都道府県・市町村（特別区含む）
補助率 ：国１/２、都道府県・市町村（特別区含む） 1/２

＜事業実績＞令和５年度：５自治体（９団体）
令和６年度：13自治体（28団体）
令和７年度：23自治体（44団体）

※①及び⑥については、当該事業による補助を受けずに実施している場合であっても「必須」の条件を満た
すものとして取り扱うこととする。

※①～⑥の事業の実施に際しては、実施主体の策定する計画（都道府県基本計画または市町村基本計画）に
基づき行うものとする。

② 居場所の確保（一時的な「安全・安心な居場所」の提供、相談・見守り支援）
③ 自立支援（就労支援、学校や家族との調整、医療機関との連携による支援など自立に向けた支援）

⑤ アフターケア（地域生活を定着させるための継続的な支援）
④ ステップハウス（自立に向け生活習慣の改善等の生活支援を受けながら一定期間居住できる場所）

⑦ 支援体制強化（ＩＣＴ導入支援）

社会・援護局地域福祉課
女性支援室（内線4584）

１  事業の目的

２  事業の概要・スキーム

３  実施主体等

令和7年度補正予算において別途予算措置：2.7億円



３  実施主体等

２  事業の概要・スキーム

１  事業の目的

困難な問題を抱える女性支援連携強化事業【令和３年度創設】

○ 女性相談支援センター等の都道府県の関係機関や、市区の関係機関、民間団体等が、支援に必要な情報や支援方針を共有し、横断的な
連携・協働の下、困難な問題を抱える女性への支援を展開するためのネットワーク（支援調整会議）を構築・運営し、相談から保護、
自立に至るまでの支援を適切に提供する。

【実施主体】都道府県・市町村（特別区含む）
【補助単価案】１自治体当たり 8,606千円

（１）支援調整会議
ア 代表者会議

ネットワークの構成機関の代表者が参集し、実務者会議が円滑に運営されるための環境整備を目的として、年に１～２回程度開催し、①支援体制の地域に
おける全体像、②調整会議全体の評価等について協議を行う。

イ 実務者会議
実際に支援を行う実務者から構成される会議であり、①個別ケースについて定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、支援方針の見直し、②定期的な

情報交換や、個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討、③支援対象者の実態把握や、支援を行っているケースの総合的な把握、④協議会の年間
活動方針の策定、代表者会議への報告等について協議を行う。

ウ 個別ケース検討会議
個別の支援対象者について、直接の担当者

や今後関わりを有する可能性がある関係機関
等の担当者により、具体的な支援の内容等を
検討するために適時開催する。

（２）調整機関
調整担当者を置き、支援調整会議に関する

事務を統括するとともに、支援対象者に対す
る支援が適切に実施されるよう、実施状況を
的確に把握し、必要に応じて女性相談支援セ
ンター、その他の関係機関等との連絡調整を
実施する。

困難な問題を抱える女性支援ネットワーク（支援調整会議）

・福祉事務所（女性支援担当課）
・女性相談支援センター
・女性自立支援施設
・配偶者暴力相談支援センター
・ワンストップ支援センター
・児童相談所
・警察
・医療機関
・市町村保健センター
・保健所
・教育委員会
・司法関係機関
・社会福祉協議会
・民間団体
・就労支援機関 等

＜支援調整会議の開催＞

１．代表者会議

２．実務者会議

３．個別ケース検討会議

支
援
の
実
施

個
別
ケ
ー
ス
検
討
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議
等
に
て
話
し
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た
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援
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女
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令和８年度当初予算案 困難な問題を抱える女性支援推進等事業 23億円の内数（24億円の内数）※（）内は前年度当初予算額

社会・援護局地域福祉課
女性支援室（内線4584）

【補助率】国１／２、都道府県・市町村１／２
【令和７年度事業実施自治体】28自治体



３  実施主体等

２  事業の概要・スキーム

１  事業の目的

民間団体支援強化・推進事業【令和４年度創設】

○ 様々な困難を抱える女性に対する多様な相談対応や自立に向けた支援を各地域で行えるよう、支援を担う民間団体の育成等を図る。

（１）民間団体支援推進事業
困難な問題を抱える女性への支援を行っているＮＰＯ法人等の民間団体の調査を行うとともに、外部有識者等を含めた会議体を設け、

民間支援団体を掘り起こすための検討を行う。
（２）民間団体育成事業

都道府県等が、困難な問題を抱える女性への支援を担うことができる民間団体を育成するため、民間団体へのアドバイザーの派遣や、
先駆的な取組を実施している民間団体での実地訓練、その他民間団体の育成に資する取組を行う。

（３）民間団体立上げ支援事業
困難な問題を抱える女性への支援として、民間団体が行う相談対応や自立支援の取組に対する立ち上げ支援を行う。

【実施主体】 都道府県・市町村（特別区含む）
【補助率】 国１／２、都道府県・市町村（特別区含む） １／２
【補助単価案】１自治体当たり 年額最大 11,045千円

＜事業イメージ＞
民間団体

＜実施主体＞
都道府県・市区町村

➀民間団体支援推進事業
・民間団体の調査
・有識者を含む会議を開催し、民間支援団体
の掘り起こしに向けた検討を行う

地域における相談対応、
自立支援の実施

民間団体の育成・強化

民間団体の掘り起こし

②民間団体育成事業
・アドバイザーを派遣
・実地訓練を実施

③民間団体立ち上げ支援事業
・自治体が行う民間団体の支援に必要な費用
を補助

【事業実施自治体数】令和５年度：３自治体
令和６年度：８自治体
令和７年度：８自治体

令和８年度当初予算案 困難な問題を抱える女性支援推進等事業 23億円の内数（24億円の内数）※（）内は前年度当初予算額

社会・援護局地域福祉課
女性支援室（内線4584）



地方公共団体による再犯防止の取組を促進するために法務省が行う取組

１ ○再犯防止に関する知見の提供

２

３

○地方公共団体が実施する効果的な取組・好事例の共有

地方公共団体による再犯防止の取組を促進するための協議会

○都道府県と市区町村の連携による支援体制の構築に向けた支援

①全国会議

②ブロック協議会

全国会議の開催を受け、再犯防止の取組を進める地方公共団体に対し、情報提供や
意見交換等を実施

法務省から地方公共団体に対して効果的な取組を発信し、各地方公共団体による
具体的取組を促進

令和８年度当初予算額
９，２５８千円



背 景

○ 刑務所出所者等の再犯防止を更に推進するには、国と地方公共団体が連携した「息の長い」支援が不可欠

○ 第二次再犯防止推進計画において、国・都道府県・市区町村が担うべき具体的役割を明示

○ 都道府県において、地域の実情に応じた再犯防止施策を実施することができるよう、国による財政支援を実施

補助率１／２
（最大１５０万円）

事業イメージ

（費目例）

人件費、報償費、旅費、使用料及び賃借料、

需用費（印刷製本費、消耗品費等）、

役務費（通信運搬費等）、委託料 等

財政支援
（補助金）

○ （基礎自治体に対する）施策の企画立案支援等

・ 基礎自治体間での施策の調整や情報共有を行うための会議等の開催 【必須事務】

・ 基礎自治体が地方計画を策定・実施・評価するための情報提供、助言 など

○ （基礎自治体に対する）理解促進・人材育成
・ 基礎自治体職員等の理解促進のための研修会等の開催 【必須事務】 など

○ （都道府県が行う）直接支援
就労・住居支援 ／ 専門的支援 ／ 相談支援 のいずれか１つを実施

地域再犯防止推進事業として、以下のメニューを実施

※ 都道府県負担分について地方交付税措置

事業内容

令和８年度当初予算額
４３，６４１千円



●少年鑑別所の長は、地域社会における非行及び犯罪の防止に寄与するため、非行及び犯罪に関する各般の問題について、少年、保護者その他の者からの相談のうち、
専門的知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、非行及び犯罪の防止に関する機関又は団体の求めに応じ、技術的
助言その他の必要な援助を行うものとする。

少年鑑別所法第１３１条（平成２７年６月１日施行）

●法務省は、法務少年支援センター（少年鑑別所）において、非行・犯罪をした者や、その支援を行う関係機関等の依頼に適切に対応できるよう、地域における多機関
連携を一層強化する。また、支援を必要とする当事者等の利便性向上の観点から、WEB面談システムの活用や、関係機関に赴くなどのアウトリーチ型の支援等について
検討を進めるとともに、地域援助に関する制度の周知広報のための取組を積極的に推進するなどして、地域援助の充実を図る。

第二次再犯防止推進計画（令和５年３月１７日閣議決定）

法務少年
支援センター

教 育

保健・福祉

司 法

更生保護

警 察

地方自治体

民間団体

学校、教育委員会等

少年補導員等

検察庁、裁判所等

ＮＰＯ等

児童相談所、福祉施設等 保護観察所等

青
少
年
等

地域の関係機関と連携

３ 子ども、保護者等に対する心理相談

５ ケース検討会への参加

４ 研修・講演への講師派遣

１ 知的能力・性格調査
●関係機関からの依頼を受けて、心理検査等を行い、子ども、保護者等にも結果を説明

●関係機関や個人からの依頼を受けて、子ども、保護者等と心理相談を実施

●関係機関が主催する研修会等で、非行や子育て問題、思春期の子どもの行動理解と教育・指導方法等について
分かりやすく説明

●関係機関からの依頼に応じて、問題行動のある子どもに関するケース検討会等に出席し、指導方法等に関して助言

２ 問題行動の分析や支援方法の提案
●心理検査等の結果を踏まえ、関係機関に対し問題行動の原因や支援方法について提案

平成２７年
４，６９７ 件

令和７年
１５，４０７ 件

少年鑑別所法施行後から大幅に増加

地域援助件数

地域援助の内容

少年鑑別所（法務少年支援センター）における地域援助
１ 地域援助の概要

法務省
令和８年度予算（案）

49,310千円



問 題 点現 状

■ 地域援助に対する要請と配置
・生徒指導提要（R4.12 文部科学省）
➤ 学校の相談先として法務少年支援センターが記載

・いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について
（R5.2.7 文部科学省初等中等教育局長通知）
➤ 加害児童生徒に対する指導等における連携先として法務少年支援センターが記載

・こども大綱（R5.12.22 こども政策推進会議決定）
➤ こども・若者の非行防止や、非行・犯罪に及んだこども・若者とその家族への相談支援、
自立支援の推進

■ 地域援助に求められる役割の広がり

⇒関係機関の対応への注目度が高まっている中、ノウハウや知見を生かした
より効率的・効果的な支援につながる体制を構築することが喫緊の課題
・地域援助の実施件数が増加している中、数多くの対応事例や参考事例がある
・いじめの認知件数やいじめ重大事態の発生件数も増加傾向  

➤ 教育機関のニーズが多様であり、対応に過不足が生じやすい
→ 多様な相談内容にどの程度対応することが適切か判断することが困難
→ 学校関係者側からも、法務少年支援センターにおける対応可能事例を把握

       したいという要望
➤ 個別の事例ごとに検討・記録しており、類型化されたデータがない

→いじめ問題等は複雑なため、幅広い情報収集と連携した支援が必要
となるものの、各施設の経験則に基づき試行錯誤して対応せざるを得ない状況

→教育機関等と連携した際の対応状況等の検証・総括を実施することが困難
教育機関のニーズを網羅的に把握・整理した上で、
相談類型ごとに一定の対応方針を明確にする必要

質の高い地域援助を効率的・効果的に実施
効 果

○ これまでの地域援助の取組において蓄積されたノウハウや知見を整理し、相談類型ごとに
一定の対応方針を明確にするため、検討会議を実施し、執務参考資料を作成する

外部有識者を招へいした検討会の実施・執務参考資料の作成
対 策

■ 少年鑑別所が 「法務少年支援センター」 として実施する地域援助
・心理学等の専門性を活用して地域社会における非行及び犯罪の防止を図るため、少年、
保護者、関係機関等からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を実施
（少年鑑別所法第131条）
⇒H27.6の少年鑑別所法施行に伴い本来業務となった地域援助の実施件数は増加
⇒各施設において、ノウハウや知見が蓄積されている

・地域援助業務に対する理解が広がり、相談内容は多岐にわたる
・特に、いじめや問題行動等の学校問題は、背景事情が複雑化
・いじめをきっかけとした傷害事件や自殺の報道も多くなされており、
事案の内容も深刻化

・各管区間における連携状況の検証結果を共有
・教育機関のニーズを踏まえて、相談類型ごとの対応方針をとりまとめた執務参考資料や連携用
資料を作成

「地域非行防止調整官」を配置（16庁：R7現在）

⇒非行や犯罪等の問題行動に関する相談に幅広く応じ、児童自立支援施設等との連携強化
⇒教育機関からの相談に応じ、いじめ問題等への的確な対応に向け、教育機関との連携強化

・各施設における対応事例（苦慮した事例・奏功した事例）や関係機関との連携状況を共有し、
望ましい対応を検討する
・いじめ対応や問題行動に係る専門家から助言を受け、対象者個人に焦点を当てた臨床的な視
点だけでなく、いじめ問題等全体にアプローチする上で把握すべき視点（学校関係者の支援、家
族のケア等）について理解を深める

２ 地域援助における現状の問題点と対策

・教育機関のニーズを把握し、相互理解へつなげることで、いじめ問題や問題行
動等への対応を適切かつ迅速に実施できる
・いじめ問題や問題行動等の複雑な相談に対しても、蓄積
されたノウハウや知見を整理して作成された、相談類型ごとの
対応方針及び連携用の資料をもとに、より効率的な支援
及び教育機関等と連携した、より効果的な支援を実施する
ことが可能になる



調整依頼

２  事業の概要・スキーム・実施主体等

都道府県

事 業 の 概 要

○ 平成21年度から、高齢又は障害により支援を必要とする矯正施設
退所者に対して、退所後直ちに福祉サービス等につなげる「地域
生活定着支援センター」の整備を実施。

○ 平成23年度末に全国47都道府県への整備が完了し、平成24年度
からは全国での広域調整が可能に。

○ 令和３年度から被疑者等支援業務を開始。

○ 地域生活定着支援センターは、既存の福祉関係者等と連携して、
以下の業務を実施。

① コーディネート業務（矯正施設退所予定者の福祉サービスへのつなぎ）

② フォローアップ業務（矯正施設退所者の受入れ施設等をフォロー）

③ 相談支援業務（犯罪をした者やその家族等からの福祉サービス等の
利用に関する相談への支援）

④ 被疑者等支援業務（被疑者等を福祉サービスへつなぎ、その後フォロー）

⑤ 関係機関等との連携及び地域における支援ネットワークの構築等に係る業務
実 施 主 体

本事業は、高齢又は障害により、福祉的な支援を必要とする犯罪をした者等に対し、各都道府県の設置する「地域生活定着支
援センター」が、保護観察所、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、留置施設、検察庁及び弁護士会、地域の福祉関係機関等
と連携・協働しつつ、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束中から釈放後まで一貫した相談支援を実施することにより、
その社会復帰及び地域生活への定着を支援し、地域共生社会の実現を図るとともに、再犯防止対策に資することを目的とする。

１  事業の目的

ス キ ー ム 図

Ａ県矯正施設

保護観察所

A県検察庁

A県弁護士

被 疑 者 等 支 援

矯正施設退所者等支援 調整依頼

・帰住地の調整（自治体への相談、福祉
施設等への利用調整）

・退所時の同行（福祉事務所、受入福祉
施設等への同行、各種申請の援助等）

・地域生活移行後も、定着のための継続
的な支援を実施（受入施設や自治体等
との官民の連携支援、相談支援等）

  対象者選定
（被疑者・被告人）

協議・確認・調整
 （被疑者・被告人）

被疑者・被告人又は退
所予定者との面会（福
祉ニーズ、帰住予定地
の聞き取り等）

対象者選定
（退所予定者）

連絡・調整

Ａ県地域生活定着支援センター B県地域生活定着支援センター

調整依頼

連絡・調整

厚生労働省（事業費補助）

※対象者選定にあたっては、高齢か、
障害があるか、帰住先がないか等
を基準に判断

帰住先の例
更生保護施設、アパート、福祉施設（養護
老人ホーム、保護施設、グループホーム等）

退所予定者等が他の都道
府県に帰住を希望する場
合は、当該都道府県のセ
ンターに調整連絡

地域生活定着促進事業



Ⅰ．帰国・外国人児童生徒等に対する
きめ細かな支援事業（事業期間：H25~）

予算額（案）：1,396百万円（1,154百万円）
補助対象 　：都道府県・市区町村

※指定都市・中核市以外の市区町村は
都道府県を通じた間接補助

補助率 　：１／３

帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業

公立学校で日本語指導が必要な児童生徒は約6.9万人(約10年間で1.9倍)と増加し、多様化に加え集住化・散在化が進行
学校生活に必要な日本語等を身に付けるための特別な指導を受けていない児童生徒が約１割存在
学齢相当の外国人の子供のうち不就学、又は不就学の可能性のある者は約８千６百人

事業内容
（参考）令和７年度補助実績

⇒ 外国人の子供の就学促進を図るとともに、帰国・外国人児童生徒等の学校での教育環境を整備するためには、日本語指
導補助者や母語支援員の派遣等の指導体制の構築や、きめ細かな指導を行うためのICTを活用した支援等、各地方公共
団体が行う取組みに対する支援を拡充することが不可欠

Ⅱ．外国人の子供の就学促進事業
(事業期間：H27~)

     
予算額（案） ：95百万円（95百万円）  
補助対象　　　：都道府県・市区町村 
補助率　 ：１／３

【実施項目】
〇不就学等の外国人の子供に対する日本語、 

教科等の指導のための教室
〇上記教室にて指導を行う指導員の研修
〇就学状況や進学状況に関する調査
〇日本の生活・文化への適応を目指した地域

社会との交流 等

【きめ細事業実施】
 ３３都道府県
 １９指定都市
 ３１中核市

１３８市区町村

【就学事業実施】
 ２都道府県
 ６指定都市
 ４中核市

２３市区町村

背景・課題

〇学校における帰国・外国人児童生徒等の受入れ体制
を整備する自治体の取組を支援するため、公立学校にお
ける指導・支援体制の構築及び受入促進に関する事業
実施の地域数を増加（Ⅰ．帰国・外国人児童生徒等
に対する きめ細かな支援事業）
〇外国人の子供の就学促進に取り組む自治体を支援す
るため、外国人の子供の就学促進事業実施数を増加
（Ⅱ．外国人の子供の就学促進事業）

〇日本語指導等の体制整備が進み、外国
人児童生徒等の増加・多様化に関わらず、
きめ細かな指導が提供される

〇きめ細かな支援事業の取組成果が全国
に普及し、多くの自治体できめ細かな指導
が提供される

〇全国どの地域の公立学校
においても充実した日本語
指導等が受けられるように
なる

初期（令和６年頃） 中期（令和８年頃） 長期（令和１０年頃）

〇全国の自治体で就学管理の改善が図ら
れる

〇全国の自治体で全ての外国人の子供
の就学状況が一体的に管理・把握できる
ようになり、就学促進の取組が推進される

〇公立学校小・中学校等への
就学を希望する全ての外国人
の子供が就学する

〇全国の高校で「特別の教
育課程」の編成・実施による
日本語指導を受ける生徒の
割合が増える
〇全ての日本語指導が必要
な児童生徒が希望に応じて
高校・大学等に進学して適切
な教育を受け、日本社会で
自立して生活し、自己実現を
図ることができる

令和8年度予算額（案）  1,491百万円
（前年度予算額     1,249百万円）

アウトプット（活動目標） 短期アウトカム（成果目標） 中期アウトカム（成果目標）

（担当：総合教育政策局国際教育課）

長期アウトカム（成果目標）

きめ細、就学促進両方：黄色
きめ細のみ  ：青色

＜関連する政府方針(抄)＞

・(質の高い公教育の再生)
多様な児童生徒の教育機会を保障す

るため、（略）外国人児童生徒への支
援体制の強化（略）を推進する。「経
済財政運営と改革の基本方針2025」
(R7.6.13閣議決定)
・外国人児童生徒の就学機会の適切な
確保に向けて、就学状況の把握・就学
促進のための取組を更に充実させる必
要がある。また、就学促進を図るためにも
、学校における受入れ体制の充実やきめ
細かな日本語指導の充実に取り組む必
要がある。「外国人材の受入れ・共生の
ための総合的対応策」(R7.6.6関係
閣僚会議決定)
・地域における外国人との共生に向けた
担い手の支援・育成のため、（略）グロ
ーカル人材の育成、外国人生徒・学生
の受入れとキャリア支援（就職・進学）
の取組を進めることで、地域における多
文化共生の推進を図る。「地方創生
2.0基本構想」(R7.6.13閣議決定)

【実施項目】
〇運営協議会・連絡協議会の実施
〇日本語指導補助者、母語支援員の派遣
〇幼児や保護者を対象としたプレスクール
〇親子日本語教室
〇オンライン指導や多言語翻訳システムなどICT
を活用した教育・支援

〇高校生等に対する包括的な教育・支援   等



外国人材の受入れ・共生のための
地域日本語教育推進事業
背景・課題

アウトプット（活動目標） 短期アウトカム（成果目標） 中期アウトカム（成果目標） 長期アウトカム（成果目標）
・都道府県・政令指定都市に対する
本事業による支援の実施

・各地域での日本語教育支援体制
の整備

・日本語教育の機会提供に係る関係
機関との連携の強化

・日本語教育環境の醸成と外国人との共生
社会に対する意識の向上

（担当：総合教育政策局日本語教育課）

令和8年度予算額（案） 615百万円
（前年度予算額 550百万円）

在留外国人の増加に伴い、地方公共団体などの地域における生活者向けの日本語教育のニーズが急増している。しかしな
がら各地域では、日本語教師や日本語学習の支援者の確保をはじめ、学習者のニーズに応じた日本語教育を実施するための
ノウハウなどが不十分など、様々な課題がある。今後も増加することが見込まれる在留外国人を日本社会の一員として受け入
れる社会包摂を念頭に置きつつ、地域の状況に応じた日本語教育施策を確実に実施し、生活等に必要な日本語能力を身に
付けられる仕組みづくりを推進できるよう、地域日本語教育の環境を強化するための体制整備を図ることが極めて重要である。
「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」には、日本語教育が重点事項として位置付けられ、「経済財政運営と改

革の基本方針2025」や「成長戦略等のフォローアップ」でも、地域日本語教育の体制整備推進が明記されている。

市区町村・大学
日本語教育機関
企業・経済団体
外国人住民 等
の県内外の有識者

地域日本語教育
コーディネーター

日本語
教室

日本語
教室

日本語
教室

日本語
教室

A市

▼ 地域日本語教育の環境強化のための
総合的な体制づくり 連携イメージ

日本語
教室

日本語
教室

地域日本語教育
コーディネーター

複数地域連携

都道府県等

連携・協働

総合調整会議

●司令塔機能の整備

プログラム開発や
人材育成等

総括
コーディネーター

B市

C町

認定日本語教育機関、大学、
NPO法人・任意団体、企業・経済団体 等

※オンラインを積極的に活用

１ 企画評価会議の実施 6百万円（6百万円）

２ 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進 【補助】 578百万円（513百万円）
対象：都道府県・政令指定都市 件数：59件（53件）

 ３ 総合的な体制づくりの優良事例等の普及・連携強化 【委託】 31百万円（31百万円）
 都道府県・政令指定都市日本語教育担当者連絡会議等を開催する。 

事業内容

域内の地方公共団体や関係機関と連携して行う、広域での日本語教育の体制づくりの推進
・ 日本語教育推進施策の協議を行う 「総合調整会議」設置
・ 地域全体の日本語教育を総括する「総括コーディネーター」配置
・ 日本語教室への指導・助言を行う 「地域日本語教育コーディネーター」配置

・ 市町村が都道府県等の関係機関（民間団体等）と連携して行う日本語教育等の取組への支援

域内へのノウハウ等の普及・啓発のための日本語教育の実施（ICTの活用、教材作成、研修等を含む）
◇「生活」に関する日本語教育プログラムの提供を目的とした取組の開発・試行
ⅰ「日本語教育の参照枠」に基づく「生活Can do」を参照した質の高い日本語教育
ⅱ「地域における日本語教育の在り方について(報告)」で示すレベル(B1）時間数(350h以上)に応じた体系的な日本語教育 

（１）広域での総合的な体制づくり

（３）都道府県等を通じた市区町村への支援（間接補助）

（２）地域の日本語教育水準の維持向上

＜取組事例＞
• 複数市町村による連携促進
• オンラインによる広域的な日本語教育等

補助率：２分の１
※ （２）◇ ⅰ・ⅱを実施する事業者に

は補助率加算 【最大３分の２】



○ 高齢者等終身サポート事業者が行う金融機関の手続及び携帯電話の解約について、調整を行うとともに、今後、様々な場面で高齢者等終身サポート事業者の
活用が見込まれる関連業界や自治体へのガイドラインの周知を行う。

○ 高齢者等終身サポート事業の利用状況等を踏まえ、関係する制度（重要な治療方針に関する関わり方、介護保険外サービス、 死亡届、成年後見制度）の見
直し等の検討を進めるほか、ガイドラインの普及や関連制度の検討状況を踏まえつつ、認定制度等について検討する。

契約締結にあたって留意すべき事項
○ 契約締結にあたって、事業者は、民法や消費者契約法に定められた民事ルールに従いつつ、契約内容の適正な説明（契約書・重要事項説明書を交付した説明）
を行うことが重要。また、医療・介護関係者等との連携や、推定相続人への説明など、きめ細かい対応を行うことが望ましい。

○ 寄附・遺贈については、契約条件にすることは避けることが重要であり、遺贈を受ける場合も公正証書遺言によることが望ましい。 等

全般的な事項

契約の履行にあたって留意すべき事項

事業者の体制に関する留意事項
○ 利用者が安心して利用できるよう、ホームページ等を通じた情報開示、個人情報の適正な取扱い、事業継続のための対策、相談窓口の設置に取り組むことが重要。

○ 契約の履行にあたっては、契約に基づき適正に事務を履行するとともに、提供したサービスの時期や内容、費用等の提供記録を作成、保存、定期的な利用者への報
告が重要（後見人にも情報共有が重要）。利用者から前払金（預託金）を預かる場合、運営資金等とは明確に区分して管理することが望ましい。なお、履行の際に
も医療・介護関係者等との連携が重要。
○ 利用者からの求めがあれば、利用者が契約を解除する際に必要な具体的な手順等の情報を提供する努力義務を負う。
○ 利用者の判断能力が不十分となった場合、成年後見制度の活用が必要。成年後見人等が選任された後は、契約内容についてもよく相談することが望ましい。 等

○ 病院への入院や介護施設等への入所の際の手続支援、日用品の買物などの日常生活の支援、葬儀や死後の財産処分などの死後事務等について、
家族・親族に代わって支援する、「高齢者等終身サポート事業」を行う事業者が増加してきている。

○ この事業は、死後のサービスを含み、契約期間が長期であること等の特徴があることから、利用者保護の必要性が高く、事業者の適正な事業運
営を確保し、事業の健全な発展を推進するとともに、利用者の利用の安心等を確保していくことが必要。今後、事業のニーズの増加が見込まれる
中、業務の内容が民事法や社会保障関係法に広くまたがることから、遵守すべき法律上の規定や、留意すべき事項等を関係省庁横断で整理し、ガ
イドラインとして提示する。

高齢者等終身サポート事業者ガイドライン（主なポイント）

○ 事業者の適正な事業運営を確保し、高齢者等終身サポート事業の健全な発展を推進し、利用者が安心して当該事業を利用できることに資するようにすることを目的
とする。

○ 本人との契約に基づき、「身元保証等サービス」及び「死後事務サービス」を事業として継続的に提供している事業者を主な対象とする。
○ サービス提供にあたっては、利用者の尊厳と自己決定を尊重。また、関連する制度等を活用しつつ、利用者の価値観等に基づく意思決定が行われるよう配慮すること
が重要。

関連する制度・事務に関する政府の取組



 テレワークを導入しようとする企業等に対しワンストップでの総合的な相談支援を行う拠点として、テレワーク相談センターを設置し、一体的な支援を実施

 テレワークに関する労務管理やICT（情報通信技術）の双方についてワンストップで相談できる窓口の設置等により、適切な労務管理下におけるテレワークの
導入・定着を図り、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方の定着・促進を図る。

テレワーク・ワンストップ・サポート事業

テレワークの導入・実施時の労務管理やICT（情報通信技術）に関する
課題について、窓口のほか、電話や電子メールによりアドバイスを実施

専門的知識を有するテレワークマネージャーが、企業等からの要望に応じ、具
体的な導入支援を行うコンサルティングを実施。特に、テレワークの普及が
進んでいない地方圏・業種等に対してアウトリーチ型のコンサルティングを実施

中小企業や地方企業への普及促進のための全国セミナーの開催、周知ツールの
作成と周知（テレワーク活用の事例集を作成し、周知）。管理職向けのテレ
ワークマネジメントスキル向上のためのセミナーやテレワーク対象労働者向けの
ITリテラシー向上のためのセミナーを実施

厚生労働省と総務省が運営するテレワーク関連のウェブサイトを整理・統合し
た総合ポータルサイトを引き続き運営し、利用者目線に立ったサイトを運営

テレワーク相談センター

・都道府県労働局
・都道府県働き方改革
推進支援センター 等

適切な労務管理下におけるテレワークの実施

企業等に対する支援
• 相談対応（窓口、電話、メール）
• テレワークマネージャーによるコンサルティングの実施
• 全国セミナー・個別相談会の開催
• 総合ポータルサイトの運営 等

１  事業の目的

実施主体：民間事業者等

２  事業の概要・スキーム、実施主体等

令和８年度当初予算案 1.1億円（1.3億円）※（）内は前年度当初予算額。

雇用環境・均等局在宅労働課
（内線7856）

支援

連
携

労働特会 子子特会 一般
会計労災 雇用 徴収 育休

1/2 1/2

④ 総合ポータルサイトによる情報発信

① 相談対応

③ 全国セミナー・個別相談会の開催

② コンサルティングの実施



＜母子家庭等対策総合支援事業費補助金＞ 令和８年度予算案 203億円の内数（180億円の内数）

支援局 家庭福祉課高等職業訓練促進給付金等事業

事業の目的
○ 母子家庭の母又は父子家庭の父の就職を容易にするために必要な資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期

間について給付金を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。
○ また、養成訓練を修了した場合に、必要となる費用の負担を軽減するため、修了支援給付金を支給する。
事業の概要

実施主体等
【実施主体】都道府県、市（特別区を含む）、福祉事務所設置町村
【補助率】国：３／４、都道府県・市・福祉事務所設置町村：１／４
【支給額】

（訓練促進給付金）月額10万円（住民税課税世帯は月額70,500円）
修学の最終年限１年間に限り支給額を４万円加算する。

（修了支援給付金）５万円（住民税課税世帯は25,000円）
【支給対象期間】修業する期間（上限４年）※ 准看護師から看護師の養成機関に引き続き進学する場合は支給対象期間の上限を5年とする

【令和５年度総支給件数】8,589件（全ての修学年次を合計）
【令和５年度資格取得者数】2,988人（看護師 945人、准看護師 686人、保育士 245人、美容師 160人など）
【令和５年度就職者数】2,105人（看護師 812人、准看護師 359人、保育士 191人、美容師  108人など）

＜対象者＞
○（訓練促進給付金）養成機関において修業を開始した日以降において、次のいずれにも該当する母子家庭の母又は父子家庭の父

（修了支援給付金）養成機関における修業を開始した日及び修了した日において、次のいずれにも該当する母子家庭の母又は父子家庭の父
① 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にある者 ※ 所得制限水準を超過した場合であっても、１年に限り引き続き対象者とする。

② 養成機関において６か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者
③ 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる者

＜対象資格・訓練＞
○ 就職の際に有利となる資格であって、養成機関において６か月以上修業するものについて、地域の実情に応じて定める。

《対象資格の例》看護師､准看護師､保育士､介護福祉士､理学療法士､作業療法士､調理師､製菓衛生師、
シスコシステムズ認定資格、ＬＰＩ認定資格 等

（注）（ ）内は、都道府県、市等における実施割合。
※ 都道府県47か所には、県内の全市町村で実施している２自治体を含む

（島根県、広島県）。

都道府県 指定都市 中核市 一般市等 合計

令和５年度 47か所
(100.0%)※

20か所
(100.0%)

62か所
(100.0％)

755か所
(96.8%)

884か所
(97.2%)

拡充

【実施自治体数】



＜母子家庭等対策総合支援事業費補助金＞ 令和８年度予算案 203億円の内数（180億円の内数）

支援局 家庭福祉課自立支援教育訓練給付金事業

事業の目的
○ 母子家庭の母又は父子家庭の父が教育訓練講座を受講する場合にその経費の一部を支給することにより、主体的な能力開発の取組を支援し、

母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

事業の概要
＜対象者＞

○ 次のいずれにも該当する母子家庭の母又は父子家庭の父に支給 ※ 子が20歳に到達した場合も、受講修了までは引き続き対象者とする。
① 自立に向けた計画（母子・父子自立支援プログラム）の策定等を受けている者
② 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して当該教育訓練が適職に就くため必要と認められること

＜対象講座＞
○ 実施主体の自治体の長が指定

① 雇用保険制度の一般又は特定一般教育訓練給付の指定講座 《対象講座の例》簿記検定試験、介護職員初任者研修 等
② 同制度の専門実践教育訓練給付の指定講座（専門資格の取得を目的とする講座に限る）
※ ①・②に準じるものとして、都道府県等の長が地域の実情に応じて指定した講座を含む。

＜支給内容＞
１．雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給を受けることができない者

① 上記対象講座の① を受講する者：受講料の６割相当額、上限20万円
② 上記対象講座の② を受講する者：受講料の６割相当額、修学年数×上限40万円 ※１※２※３

※1 修了後１年以内に資格取得し、就職等した場合、受講費用の25％(上限年間20万円)を追加支給（最大85％の支給）
※2 ６か月ごとの支給が可能 ※３ 准看護師から看護師の養成機関に引き続き進学する場合は修学年数の上限を5年とする

２．雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給を受けることができる者
１に定める額から教育訓練給付金の額を差し引いた額

※ １、２のいずれの場合も、12,000円を超えない場合は支給しない。

実施主体等
【実施主体】都道府県、市（特別区を含む）、福祉事務所設置町村 【実施自治体数】
【補助率】国：３／４、都道府県・市・福祉事務所設置町村：１／４
【事業実績】令和５年度支給件数 1,826件

就業実績 1,362件 ※ 都道府県47か所には、県内の全市町村で実施している２自治体を含む（島根県、広島県）。

（注）（ ）内は、都道府県、市等における実施割合。

都道府県 指定都市 中核市 一般市等 合計

令和５年度 47か所
(100.0%)※

20か所
(100.0%)

62か所
(100.0%)

736か所
(94.4%)

865か所
(95.2%)

拡充



 認定職業訓練実施奨励金
・基礎コース：6.3万円 → 6.6万円※
・実践コース：5.3～7.3万円 → 5.6～7.6万円※
※令和８年10月開講コースより（＋0.3万円引き上げ）
注）受講生1人1月あたり。デジタル分野のコースは、
一定の要件を満たす場合に増額

 職業訓練受講給付金
・ 職業訓練受講手当（月10万円）
・ 通所手当
・ 寄宿手当
 求職者支援資金融資
 リ・スキリング等教育訓練支援融資

３  実施主体等

２  事業の概要・スキーム

１  事業の目的

求職者支援制度

令和８年度当初予算案 213億円（261億円）※（）内は前年度当初予算額。

職業安定局総務課訓練受講支援室（内線5336、5273）
  人材開発統括官付訓練企画室（内線5600）

◆実施主体 ： 都道府県労働局、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
◆負担割合 ： 原則、雇用勘定、国庫負担1/2ずつ。ただし、当面の間は国庫負担27.5％（原則の55／100を負担）。

就

職

訓練実施機関

求
職
者

対訓練実施機関

ハローワーク ハローワーク

＊実績（令和６年度）
 求職者支援訓練受講者数   38,945人
 職業訓練受講給付金初回受給者数    7,673人

○ 雇用保険被保険者以外の者を対象に
・雇用保険と生活保護の間をつなぐ第２のセーフティネットとして、無料の職業訓練に加え、月10万円の生活支援の給付金の支給を
通じて、早期の再就職等を支援する。

・教育訓練費用や生活費を対象とする融資制度により、職業訓練に専念できるよう支援する。

求職者支援訓練 等

対求職者

 職業相談
 受講あっせん
 就職支援計画書の作成

 訓練受講中からの就職支援

 職業紹介

労働特会 子子特会 一般
会計労災 雇用 徴収 育休

¾ ¼



離職者訓練 在職者訓練 学卒者訓練

（１）対象：ハローワークの求職者（無料（テキ
スト代等は実費負担））

（２）訓練期間：概ね3月～2年

（３）主な訓練コース例

（（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構実施例）

○施設内訓練
テクニカルオペレーション科、電気設備技

術科、住環境計画科 等

（都道府県実施例）

○施設内訓練
自動車整備科、木工科、造園科 等

○委託訓練
介護サービス科、情報処理科 等

（１）対象：在職労働者（有料）

（２）訓練期間：概ね2日～5日

（３）主な訓練コース例

（(独）高齢・障害・求職者雇用支援機構実施例）

難削材の切削加工技術、
製造現場における問題発見改善手法、
実践被覆アーク溶接 等

（都道府県実施例）

機械加工科、工場管理科 等

（１）対象：高等学校卒業者等（有料）

（２）訓練期間：1年又は2年

（３）主な訓練コース例

（（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構実施例）
【専門課程】

生産技術科、電子情報技術科、
電気エネルギー制御科 等
【応用課程】

生産機械システム技術科、
建築施工システム技術科 等

（都道府県実施例）
【普通課程】

木造建築科、自動車整備科 等

国及び都道府県は、離職者、在職者、及び学卒者に対する公共職業訓練を実施しています。
＊国及び都道府県の責務：「職業を転換しようとする労働者その他職業能力の開発及び向上について特に援助を
必要とする者に対する職業訓練の実施」、「事業主、事業主団体等により行われる職業訓練の状況等にかんがみ
必要とされる職業訓練の実施」に努めなければならない。 （職業能力開発促進法第4条2項）

公共職業訓練の概要 令和８年度予算案：101,512,571千円



障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社
会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代
替する用具について、購入等に要した費用の額（基準額）から、利用者が負担する額を控除して得た額（補装具費）を
支給する。

１  事業の目的

補装具費

①補装具の定義
補装具とは、障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものその他の厚生労働省令で定め

る基準に該当するものとして、義肢、装具、車いすその他の厚生労働大臣が定めるもの。

②補装具の種目
【身体障害者・身体障害児共通】
義肢 装具 姿勢保持装置 車椅子 電動車椅子 視覚障害者安全つえ 義眼 眼鏡 補聴器 人工内耳（修理のみ） 歩行器
車載用姿勢保持装置 歩行補助つえ（Ｔ字状・棒状のものを除く） 重度障害者用意思伝達装置
【身体障害児のみ】
起立保持具 排便補助具
③実施主体：市町村
④負担率：国50／100、都道府県25／100、市町村25／100

２  事業の概要・スキーム・実施主体

○厚生労働省令で定める基準･･･ 次の各号のいずれにも該当するもの。
一 障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつその身体への適合を図るように製作されたものであること。
二 障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、

同一の製品につき長期間に渡り継続して使用されるものであること。
三 医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。

○厚生労働大臣が定めるもの･･･具体的には厚生労働省告示で補装具の種目、名称、型式、基本構造、上限額等を規定

厚生労働省 市町村 障害者

負担
50／100

補装具費
の支給

補装具費
令和８年度予算案 1兆8,145 億円の内数（1兆6,531億円の内数）※（）内は前年度当初予算額



補聴器については、その購入に際し消費者トラブルが報告されており、独立行政法人国民生活
センターから「補聴器に関して、販売店の知識・技能やサービス体制が十分でない」との問題点
が指摘されている。そこで、補聴器の安全で効果的な使用に資するため、質の高い補聴器販売者
の養成等に必要な経費を要求するものである。

補聴器販売者資質向上研修
＜事業内容＞

補聴器販売者が適切な補聴器の選定や使用指導等を的確に行えるよう、
必要な知識及び技能を修得させるための研修を実施する。

補聴器の安全で効果的な使用に関する普及啓発
＜事業内容＞

補聴器の安全で効果的な使用に資することを目的に、補聴器に関する
情報等についての普及啓発を実施する。

補聴器販売者の資質向上研修等事業

２  事業の概要

１  事業の目的・背景

（リーフレット）

令和８年度当初予算案 36百万円（36百万円）※（）内は前年度当初予算額

医政局総務課（内線4456）

３  実施主体等

実施主体：公募により採択された団体

（ポスター）

（実際の研修の様子）



適切に補聴器を購入・利用するための注意喚起

【事業概要】

補聴器の購入や使用を検討中の方及びその家族等に対し、適切な補聴器の購入・利用に向けて、契約に関する事項を
含めた注意喚起を実施。

※非予算事業、厚労省と共同施策。



実施主体：市町村
負担割合：国１／２、都道府県１／４、市町村１／４

３  実施主体等

（１）介護給付・訓練等給付
市町村が支弁する介護給付費及び訓練等給付費等（※）に要する経費の１／２を負担するもの。（障害者総合支援法第９５条第１項

第１号）ついては、障害者の自立した生活を支え、障害福祉サービスを必要な障害者に届けるための支援を行うために、必要な額を要
求するもの。
※ 介護給付費・・・・・・・居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、療養介護（医療に係るものを除く。）、生活介護、短期入所、

重度障害者等包括支援、施設入所支援
訓練等給付費・・・・・・自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、就労選択支援、共同生活援助（グループホーム）、

自立生活援助
特定障害者特別給付費・・食費等に要した費用に掛かる低所得者への補足給付
その他・・・・・・・・・高額障害者福祉サービス費

（２）計画相談支援給付
障害者の自立した生活を支え、障害者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援

するために、必要な額を要求するもの。
（３）地域相談支援給付
地域移行や地域定着を支援するために必要な額を要求するもの。

（４）補装具費
障害児・者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として
独立自活するための素地を育成助長するため、市町村が支弁する補装具費に要する経費の１／２を負担する。

２  事業の概要

障害者が地域の住み慣れた場所で暮らすために必要な障害福祉サービス等を総合的に確保することに加え、利用する
障害福祉サービス等に係るサービス等利用計画を作成・見直しを行うための経費。また、障害者施設や精神病院等に入
所又は入院している障害者が地域生活に移行するための相談等を実施するための経費。

１  事業の目的

障害者自立支援給付費負担金

令和８年度当初予算案 1兆8,145 億円（1兆6,531億円）※（）内は前年度当初予算額



摂食障害治療支援センター設置運営事業

３  実施主体等２  事業の概要・スキーム

１  事業の目的

摂食障害の特性や支援方法に関する知識・技術が浸透するように取り組むとともに、
摂食障害を発症した患者に関わる機会の多くなると見込まれる機関をはじめとした関
係者と医療機関との連携を深化し、患者・家族への相談支援や啓発のための体制を充
実すること等により、早期発見・早期支援につながる地域の実現を目指す。

地域

第８次医療計画に基づいて、「都道府県拠点機能」「地域連携拠点機能」「地域精神
科医療提供機能」を有する医療機関を指定し、都道府県との協働によって、摂食障害
に関する知識・技術の普及啓発、他医療機関への研修・技術的支援、患者・家族への
技術的支援、関係機関との地域連携支援体制の構築のための調整を行う。

都道府県（精神保健福祉センター、保健所）・摂食障害支援拠点病院

各摂食障害支援拠点病院で得られた知見を集積し、共通した有効な摂食障害支援プロ
グラム、地域支援モデルガイドラインの開発等を行うと共に、医療従事者への治療研
修など技術的支援を行う。

国・全国拠点（摂食障害全国支援センター）

地域連携体制患者・家族会 医療機関

住民

市町村

バックアップ

都道府県（精神保健福祉センター）
摂食障害支援拠点病院

バックアップ

国
全国拠点（摂食障害全国支援センター）

教育機関

1.摂食障害への早期発見・早期支援の実現 2.適切な治療と支援により患者が地域で支障なく安心して暮らすことができる体制の整備の推進

期待される成果

平成３０年度からの第７次医療計画により、各都道府県において、多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築に向
けて、「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」を踏まえて、多様な精神疾患等ごとに医療機
能を明確化することとされており、令和６年度からの第８次医療計画においても当該方針を継続することとしている。また、
摂食障害全国支援センターとして国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターを、摂食障害支援拠点病院を各都道府県
で指定しており、摂食障害の治療支援体制の構築に向けて、知見の集積、還元、診療のネットワーク作り等を引き続き進めて
いく必要がある。

令和８年度当初予算案 23百万円（23百万円）※（）内は前年度予算額
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